
（平成２３年２月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 42 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 30 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 36 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 22 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

千葉国民年金 事案 3268 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 10 月及び 57 年８月から 59 年３月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 52 年 10 月 

             ② 昭和 57 年８月から 59 年３月まで 

    私は昭和 52 年８月に会社を退職してすぐに国民年金に加入し、同年

11 月に非常勤職員として市役所に勤めるまでの間、国民年金保険料を

納付していたのに未納とされていることは納得できない。 

    また、昭和 58 年６月にＡ県Ｂ郡Ｃ村に転居してから保険料の納付書

を発行してもらい、57 年８月から 59 年３月までの期間の保険料を納付

したのに未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は１か月と短期間であり、オンライン記録において、申立人

は昭和 52 年８月に厚生年金保険の被保険者資格を喪失後、国民年金の加

入手続を行い、同年８月及び同年９月の国民年金保険料を現年度納付して

いることが確認できることから、同年 11 月に再び厚生年金保険の被保険

者となるまでの申立期間①の保険料を現年度納付したと考えても特段不自

然ではない。 

   また、申立期間②については、オンライン記録において国民年金に未加

入の期間とされているが、申立人の年金手帳及びＤ町の国民年金被保険者

名簿によると、昭和 56 年８月に国民年金被保険者の資格を取得し、60 年

１月に資格を喪失していることが確認できることから、行政側の記録管理

が適切に行われていなかったことがうかがえる。 

   さらに、申立期間②のうち昭和 57 年８月から 58 年３月までの期間につ

いては、申立人から提出された収支帳により、保険料として同年１月 12



  

日に３万 1,320 円、同年４月５日に１万 440 円を、それぞれ納付したこと

が確認でき、当該保険料額は、当時の法定保険料額と一致している上、そ

の記載内容から当該収支帳は申立期間②当時作成されたことが推認される

ことから、申立人は当該期間の保険料を納付していたものと考えられる。 

   加えて、申立期間②のうち昭和 58 年６月から 59 年３月までの期間につ

いては、申立人の所持する国民年金保険料領収書において当該期間の保険

料が納付されていることが確認でき、オンライン記録において当該期間の

保険料を還付した記録は見当たらない。 

   このほか、申立期間②のうち昭和 58 年４月及び同年５月については、

収支帳の記載及び申立人が所持する国民年金保険料領収書から当該期間の

前後の保険料は納付されているものと認められることから、申立人は当該

期間の保険料を納付していたと考えても特段不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3269（事案 529 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年４月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 57 年１月から同年３月まで 

    私は、Ａ区Ｂに住んでいたとき、国民年金保険料の特例納付制度があ

ることを知り、昭和 46 年から 48 年頃に夫の未納分と一緒に申立期間①

の保険料を特例納付した。Ｃ市に転居した 54 年 12 月から 57 年３月ま

での期間においても、夫婦二人分の保険料を納付した。申立期間①及び

②の保険料を納付したのに、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①に係る前回の申立てについては、ⅰ）申立人は、国民年金

保険料を昭和 47 年か 48 年頃に一括納付したというもので、翌年度以降

の保険料までも納付したこととなり、申立内容は不自然であること、

ⅱ）申立人は、納付場所及び納付金額についての記憶も定かでなく、第

２回目及び第３回目の特例納付実施期間中に納付した可能性を見いだせ

るだけの事情も認められないこと、及びほかに申立期間①の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等の写し）が無い

こと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年９月３日

付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

    申立期間①については、納付をうかがわせる新たな資料等が提出され

ておらず、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらな

いことから、申立人が申立期間①の保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 



  

  ２ 申立期間②については、申立人は、昭和 54 年 12 月にＣ市へ転居後に

ついても夫婦二人分の保険料を納付していたと主張しているところ、申

立期間②は３か月と短期間であり、オンライン記録において申立人は申

立期間①及び②を除き国民年金加入期間に未納は無く、免除及び納付済

期間であることが確認できる上、申立人は、申立期間②直前の昭和 56

年度分の保険料を現年度納付していることから、引き続き申立期間②に

ついても納付していたと考えるのが自然である。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3270（事案 707 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年１月から 57 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年４月から 49 年 12 月まで 

             ② 昭和 56 年１月から 57 年３月まで 

             ③ 昭和 63 年４月から同年 10 月まで 

    Ａ区Ｂに住んでいたとき、国民年金保険料の特例納付制度を知り、妻

の私が昭和 46 年から 48 年頃に申立期間①の夫婦二人分の保険料を特例

納付した。その後、54 年 12 月にＣ市へ転居したが、引き続き夫婦二人

分の保険料を納付した。57 年４月以降は、夫が事故で入院したため、

夫婦二人の保険料を免除申請し、申立期間③についても免除申請したは

ずであるのに、申立期間①、②及び③が未納とされていることは納得で

きない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①のうち昭和 45 年 10 月から 48 年３月までの期間に係る申

立てについては、ⅰ）当該期間の国民年金保険料を納付したとする申立

人の妻は、納付期間、納付金額等に関する記憶が定かではなく、保険料

をＤ駅近くの銀行の会議室で納付したと述べているが、Ｅ社会保険事務

所（当時）は出張徴収を行っておらず、申立人の主張と相違しているこ

と、ⅱ）同時に納付したと主張する申立人の妻も申立期間①は、未納と

なっており、申立人の妻が、申立期間について保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等の写し）が無いこと等を理由とし

て、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年 10 月 29 日付けで年金記録



  

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

    申立期間①については、当初の申立ては昭和 45 年 10 月から 48 年３

月までの期間について特例納付を行ったと主張していたところ、今回の

申立てにおいて申立期間①を 45 年４月から 49 年 12 月までの期間へ変

更しているが、追加された期間も含め保険料の納付については、納付を

うかがわせる新たな資料等が提出されておらず、当該主張は、当委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

    そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たら

ないことから、申立期間①の保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人の妻は、昭和 54 年 12 月にＣ市へ転居

した後についても夫婦二人分の保険料を納付し、57 年４月からは夫婦

二人分の免除申請をしていたと主張しているところ、申立人夫婦の国民

年金手帳記号番号は国民年金手帳払出一覧表から、夫婦連番で払い出さ

れていることが確認でき、オンライン記録によると、申立人夫婦は、お

おむね二人の保険料を一緒に納付していたものと考えられる上、申立人

の妻の保険料は、申立期間②のうち 56 年１月から同年 12 月までの期間

において納付済みであることを踏まえると、申立人は、15 か月と比較

的短期間である申立期間②の保険料を納付していたと考えても特段不自

然ではない。 

 

  ３ 申立期間③については、保険料の免除申請手続を行ったとする申立人

の妻は、具体的な手続状況について記憶が定かではなく、オンライン記

録において申立期間③に係る免除申請は記録されておらず、申立期間③

の保険料が免除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立期間

③の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 56 年１月から 57 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月から同年 12 月まで 

    私は、会社を退職後の昭和 47 年９月頃、町役場で国民年金の加入手

続を行った。加入して以降、62 年３月に再就職をするまでの期間、国

民年金保険料は滞ることなく納付していたのに未納とされている期間が

あることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は国民年金に加入し、昭和 47 年９月以降 145 か月の長期にわた

り国民年金保険料は納付済みとなっており、申立人の保険料の納付意識の

高さがうかがえる。 

   また、申立期間は３か月と短期間であり、前後の期間の保険料は納付済

みとなっていることから、申立人は申立期間の保険料についても納付して

いたと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3272 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年 10 月から 54 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月から 54 年３月まで 

    私は、最初に勤めた会社を退職後の昭和 53 年 10 月頃、町役場で国民

年金の加入手続を行った。将来幾らもらえるか分からないが国民年金保

険料は納付した方がいいと思い、納付書が届くたびに納付した。続けて

納付してきたつもりであり、未納とされている期間があることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の任意加入者の資格取

得日から昭和 55 年１月から同年２月頃までに払い出され、申立人は同時

期、国民年金の加入手続を行ったものと推認され、加入時点において、申

立期間の国民年金保険料は過年度納付することが可能である。 

   また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間については保険料

を全て納付している上、申立期間は６か月と短期間であることから申立人

が申立期間の保険料を納付していたと考えても特段不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年 10 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10 月 

    平成６年６月頃、学生であった私のために母が国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を毎月納付してくれた。１か月分の保険料を納付

しないことは考えられず、申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は国民年金に加入し、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民

年金保険料は全て納付済みである。 

   また、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付したとする申立人

の母は国民年金加入期間の保険料を全て納付しており、被保険者種別の変

更手続も適切に行っていることを踏まえると、申立人の母の国民年金制度

に対する理解及び保険料の納付意識は高かったものと推認されることから、

申立人の母は申立期間の保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 11 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 11 月 

    私は、昭和 54 年 10 月に事業所を退職し、同年 11 月に結婚して、同

年 12 月＊日にＡ郡Ｂ町（現在は、Ｃ市）役場に婚姻届けを提出したと

き、国民年金に加入すべきと思い加入手続を行った。加入当初の１か月

が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する国民年金手帳の国民年金の記録（１）欄に、被保険者

となった日が昭和 54 年 11 月１日と記載され、被保険者種別が強制から任

意に訂正されている上、Ｃ市の保管する被保険者名簿において、申立期間

に係る資格取得日欄及び検認記録欄が訂正されている形跡があることから、

申立人が同町において加入手続を行った時点では、申立期間は加入期間と

して取り扱われていたことがうかがえる。 

   また、申立人の述べる国民年金の加入時期、国民年金保険料の納付額及

び納付方法は、申立期間当時の保険料収納状況等とおおむね一致している。 

   さらに、申立期間は加入手続当初の１か月と短期間であり、申立期間以

降に未納が無いことを考慮すると、申立期間の保険料は納付していたもの

と考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月及び同年 11 月 

    ねんきん特別便の内容を確認したところ昭和 45 年 10 月及び同年 11

月が未加入とされているが、私は申立期間の国民年金保険料を納付して

おり、その領収書も保管しているので納付済みと訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る国民年金印紙代金（保険料）領収書を所持し

ており、申立期間の国民年金保険料が納付されていたことが確認できる上、

Ａ市の保管する国民年金被保険者名簿の検認記録欄において、申立期間は

納付済みと記録されている。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳及び上記被保険者名簿において、

昭和 45 年 10 月８日に国民年金の被保険者資格（任意加入）を喪失してい

ることが確認できる。 

   しかしながら、申立期間の保険料は資格喪失に伴い還付手続を行うべき

ところ、申立期間の保険料の還付手続が行われた事実は認められないこと

から、申立人が申立期間の保険料相当額を納付した後、長期間にわたり国

庫歳入金として扱われていたことは明らかであり、資格喪失しているため

被保険者となり得ないことを理由として、申立期間の被保険者資格及び保

険料納付を認めないことは信義則に反する。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 45 年３月まで 

    昭和 43 年 11 月頃に、母が国民年金の加入手続を行い、私が結婚する

までの国民年金保険料を納付してくれていたはずであり、申立期間が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年 11 月以降、申立期間を除き、平成 20 年 10 月まで

の国民年金保険料を全て納付している上、申立期間の保険料を納付してい

たとする申立人の母は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月に国民年

金に任意加入し、３か月の未納期間を除き、保険料を全て納付しているこ

とから、申立人及びその母の納付意識の高さが認められる。 

   また、申立期間は６か月と短期間であり、申立期間の前後の保険料は納

付済みである上、申立人の母は、申立期間の保険料を納付済みであること

から、申立人の申立期間に係る保険料についても、納付していたものと考

えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年３月から 50 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月から 50 年４月まで 

    私は、昭和 50 年５月から共済年金に加入となったが、私の 20 歳から

の申立期間の国民年金保険料については、両親が納付していたと聞いて

いる。保険料を納付していたことを証明するために領収証書を日本年金

機構に提出したところ、この領収証書は同年４月から同年９月までの保

険料 6,600 円をＡ銀行Ｂ支店（当時）で納付したときのものであり、共

済年金に加入したことにより同銀行が受領していないことが判明したが、

申立期間の保険料を納付しないで納付不要な期間の保険料だけを納付し

ていたとは考えられず、申立期間が未納とされていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出日から、申立期間の国民年金保険

料は過年度及び現年度での納付が可能であることが確認できる。 

   また、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付していたとする申

立人の両親は、昭和 36 年４月の国民年金制度発足から 60 歳に達するまで

の保険料は全て納付済みであることから納付意識の高さがうかがえる上、

申立人は 50 年５月に共済年金に加入しているところ、同年４月から同年

９月までの保険料の領収証書を所持していることなどから、申立期間に係

る保険料の納付意識がうかがえ、申立期間のうち、48 年３月から 50 年３

月までの保険料については納付していたものと考えられる。 

   一方、申立人の所持する上記領収証書には、領収日付印が二重に押され

ており、納付した銀行において領収したことを取り消していることが確認



  

できるところ、本来、銀行が受領すべき昭和 50 年４月の保険料について

も受領を取り消していることから、申立期間のうち、同年４月の保険料に

ついては納付していたものと認めることはできない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年３月から 50 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



  

千葉国民年金 事案 3278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年 10 月から 45 年 12 月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月から 45 年 12 月まで 

    私は、会社を退職した後、Ａ区役所で国民年金の加入手続を行い、過

年度の国民年金保険料をまとめて納付し、その後の現年度保険料は妻の

分と合わせて納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間以降、60 歳で国民年金の被保険者資格を喪失する

まで国民年金の加入期間を通じて未納は無く、申立人の妻も、申立期間を

含む昭和 38 年４月から 60 歳で被保険者資格を喪失するまで未納は無いこ

とから、申立人及びその妻の国民年金の納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得日

及びＡ区国民年金被保険者索引票の作成日により、申立人が昭和 47 年１

月頃に国民年金の加入手続を行ったと推認でき、オンライン記録により、

46 年１月以降の保険料を遡って納付していることが確認できることから、

加入手続を行った時点で申立期間のうち納付することが可能な 44 年 10 月

以降の保険料を納付したものと考えても不自然さはない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 44 年９月以前の保険料は、申立人が国民

年金の加入手続を行った 47 年１月の時点で時効により納付することはで

きない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 



  

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年 10 月から 45 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。



  

千葉国民年金 事案 3279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年８月から４年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月から４年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間に係る約８万円

の国民年金保険料を遡って納付してくれたのに、未納とされていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を遡って納付してくれたと主張しているところ、国民年

金手帳記号番号払出簿検索システムにより、申立人の国民年金手帳記号番

号は平成４年６月１日に払い出されていることが確認でき、この時点にお

いて、申立期間は過年度納付が可能であり、申立人の母が納付したと述べ

ている保険料約８万円は、申立期間の保険料を納付する場合に必要となる

保険料７万 2,000 円とおおむね一致している。 

   また、申立人の母は、申立人と同様に申立人の妹及び弟の学生期間の保

険料を納付していたと述べているところ、その申述どおり二人共保険料が

納付されていることがオンライン記録において確認できる。 

   さらに、申立人の両親は国民年金の加入期間において保険料は全て納付

済みであり、申立人は申立期間以外に未納は無く、申立期間は８か月と短

期間であることを踏まえると、申立期間の保険料は納付していたものと考

えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉厚生年金 事案 3174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 13 年８月１日から 17 年９月１日までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、13 年８月から 14

年９月までは 19 万円、同年 10 月から 15 年９月までは 22 万円、同年 10

月から 16 年８月までは 26 万円、同年９月から 17 年８月までは 22 万円と

されているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当す

ることから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、13 年８月から

16 年８月までは訂正前の 18 万円、同年９月から 17 年８月までは訂正前

の 19 万円とされているが、申立人は当該期間のうち、16 年４月１日から

17 年９月１日までを除く期間について、訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に

基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を、13 年８月は 19

万円、同年９月は 24 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 22 万円、14

年１月は 20 万円、同年２月から 15 年３月までは 22 万円、同年４月は 24

万円、同年５月は 20 万円、同年６月及び同年７月は 22 万円、同年８月は

24 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月は 24 万円、同年 11 月は 28 万円、

同年 12 月は 24 万円、16 年１月から同年３月までは 22 万円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成 15 年７月 25 日、同年 12 月 25 日、16 年

７月 23 日、同年 12 月 25 日、17 年７月 25 日、同年 12 月 22 日、18 年７

月 25 日、同年 12 月 25 日、19 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日に係る標

準賞与額については、事後訂正の結果、15 年７月 25 日は 27 万 7,000 円、

同年 12 月 25 日、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 39 万円、17 年７

月 25 日及び同年 12 月 22 日は 41 万円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25

日は 43 万円、19 年７月 25 日は 47 万 2,000 円、同年 12 月 25 日は 49 万

5,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規

定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は、15 年

７月 25 日は訂正前の 23 万 6,000 円、同年 12 月 25 日は訂正前の 32 万

1,000 円、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は訂正前の 33 万円 1,000 円、

17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は訂正前の 34 万 7,000 円、18 年７月

25 日は訂正前の 36 万 4,000 円、同年 12 月 25 日は訂正前の 36 万 3,000



円、19 年７月 25 日は訂正前の 41 万 7,000 円、同年 12 月 25 日は訂正前

の 42 万 7,000 円とされているが、申立人は、当該期間についてその主張

する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、

申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、15 年７月 25 日は 27 万

7,000 円、同年 12 月 25 日、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 39 万円、

17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 41 万円、18 年７月 25 日及び同年

12 月 25 日は 43 万円、19 年７月 25 日は 47 万 2,000 円、同年 12 月 25 日

は 49 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年８月１日から 16 年４月１日まで 

             ② 平成 16 年４月１日から 17 年９月１日まで 

             ③ 平成 15 年７月 25 日 

             ④ 平成 15 年 12 月 25 日 

             ⑤ 平成 16 年７月 23 日 

             ⑥ 平成 16 年 12 月 25 日 

             ⑦ 平成 17 年７月 25 日 

             ⑧ 平成 17 年 12 月 22 日 

             ⑨ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑩ 平成 18 年 12 月 25 日 

             ⑪ 平成 19 年７月 25 日 

             ⑫ 平成 19 年 12 月 25 日 

    Ａ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、社会保険事務

所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ていた。年金

事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理されたが、既に時

効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映されないことか

ら、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①及び②における標準報酬月額については、オンラ

イン記録によれば、当初、平成 13 年８月から 16 年８月までは 18 万円、

同年９月から 17 年８月までは 19 万円と記録されていたが、当該額は、

当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の 22

年８月４日に、13 年８月から 14 年９月までは 19 万円、同年 10 月から

15 年９月までは 22 万円、同年 10 月から 16 年８月までは 26 万円、同

年９月から 17 年８月までは 22 万円に、それぞれ訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準

報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額となっている。 

    しかし、Ａ事業所から提出された給与支払明細書（平成 13 年８月か

ら 16 年３月まで）により、申立人は、社会保険事務所に届け出られて

いる標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立期間①の標準報酬月額については、平成 13 年８月

は 19 万円、同年９月は 24 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 22 万

円、14 年１月は 20 万円、同年２月から 15 年３月までは 22 万円、同年

４月は 24 万円、同年５月は 20 万円、同年６月及び同年７月は 22 万円、

同年８月は 24 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月は 24 万円、同年

11 月は 28 万円、同年 12 月は 24 万円、16 年１月から同年３月までは

22 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主が、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、事業主は、当該保険料を納入する義務を履行し

ていないと認められる。 

    一方、申立期間②に係る標準報酬月額については、当該事業所から提

出された給与支払明細書(平成 16 年４月から 17 年８月まで)により、報

酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標

準報酬月額と同額であることが確認できることから、特例法による保険

給付の対象に当たらないためあっせんは行わない。 



 

  ２ 申立人の申立期間③から⑫までの標準賞与額については、オンライン

記録によれば、当初、平成 15 年７月 25 日は 23 万 6,000 円、同年 12 月

25 日は 32 万 1,000 円、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 33 万円

1,000 円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 34 万 7,000 円、18 年

７月 25 日は 36 万 4,000 円、同年 12 月 25 日は 36 万 3,000 円、19 年７

月 25 日は 41 万 7,000 円、同年 12 月 25 日は 42 万 7,000 円と記録され

ていたが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効に

より消滅した後の 22 年８月４日に、15 年７月 25 日は 27 万 7,000 円、

同年 12 月 25 日、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 39 万円、17 年

７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 41 万円、18 年７月 25 日及び同年 12

月 25 日は 43 万円、19 年７月 25 日は 47 万 2,000 円、同年 12 月 25 日

は 49 万 5,000 円にそれぞれ訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準賞与額は、当該訂正後

の標準賞与額ではなく、当初記録されていた標準賞与額となっている。 

    しかし、当該事業所から提出された賞与支払明細書により、申立人は、

社会保険事務所に届け出られている標準賞与額に基づく厚生年金保険料

よりも高い保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認で

きる。 

    一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

    したがって、当該期間の標準賞与額については、平成 15 年７月 25 日

は 27 万 7,000 円、同年 12 月 25 日、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25

日は 39 万円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 41 万円、18 年７月

25 日及び同年 12 月 25 日は 43 万円、19 年７月 25 日は 47 万 2,000 円、

同年 12 月 25 日は 49 万 5,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主は、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



千葉厚生年金 事案 3175 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 14 年６月１日から 17 年９月１日までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、14 年６月から 16

年８月までは 20 万円、同年９月から 17 年８月までは 22 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、14 年６月から同年９月

までは訂正前の 17 万円、同年 10 月から 15 年８月までは訂正前の 12 万

6,000 円、同年９月から 16 年８月までは訂正前の 17 万円、同年９月から

17 年８月までは訂正前の 18 万円とされているが、申立人は、当該期間の

うち、16 年９月１日から 17 年９月１日までを除く期間について、訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る

記録を、14 年６月は 19 万円、同年７月から 15 年６月までは 20 万円、同

年７月から 16 年３月までは 22 万円、同年４月から同年８月までは 18 万

円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成 15 年７月 25 日、同年 12 月 25 日、16 年

７月 23 日、同年 12 月 25 日、17 年７月 25 日、同年 12 月 22 日、18 年７

月 25 日、同年 12 月 25 日、19 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日に係る標

準賞与額については、事後訂正の結果、15 年７月 25 日は 27 万円、同年

12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 38 万円、17

年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、18 年７月 25 日及び同年 12

月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 48 万円、同年 12 月 25 日は 52 万

8,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規

定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は、15 年

７月 25 日は訂正前の 22 万 9000 円、同年 12 月 25 日は訂正前の 29 万

6,000 円、16 年７月 23 日は訂正前の 32 万 3,000 円、同年 12 月 25 日は訂

正前の 32 万 2,000 円、17 年７月 25 日は訂正前の 33 万 9,000 円、同年 12

月 22 日は訂正前の 33 万 8,000 円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は

訂正前の 35 万 5,000 円、19 年７月 25 日は訂正前の 41 万 5,000 円、同年

12 月 25 日は訂正前の 45 万 6,000 円とされているが、申立人は、当該期

間についてその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ



り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、特例法に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、15

年７月 25 日は 27 万円、同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び

同年 12 月 25 日は 38 万円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、

18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 48 万円、

同年 12 月 25 日は 52 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

   さらに、申立人は申立期間のうち、平成 20 年８月１日から同年９月１

日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（標準報酬月額 28 万円に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14 年６月１日から 16 年９月１日まで 

             ② 平成 16 年９月１日から 17 年９月１日まで 

             ③ 平成 15 年７月 25 日 

             ④ 平成 15 年 12 月 25 日 

             ⑤ 平成 16 年７月 23 日 

             ⑥ 平成 16 年 12 月 25 日 

             ⑦ 平成 17 年７月 25 日 

             ⑧ 平成 17 年 12 月 22 日 

             ⑨ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑩ 平成 18 年 12 月 25 日 

             ⑪ 平成 19 年７月 25 日 

             ⑫ 平成 19 年 12 月 25 日 

             ⑬ 平成 20 年８月１日から同年９月１日まで 



    Ａ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、社会保険事務

所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ていた。年金

事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理されたが、既に時

効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映されないことか

ら、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①及び②における標準報酬月額については、オンラ

イン記録によれば、当初、平成 14 年６月から同年９月までは 17 万円、

同年 10 月から 15 年８月までは 12 万 6,000 円、同年９月から 16 年８月

までは 17 万円、同年９月から 17 年８月までは 18 万円と記録されてい

たが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効により

消滅した後の 22 年８月４日に、14 年６月から 16 年８月までは 20 万円、

同年９月から 17 年８月までは 22 万円にそれぞれ訂正されたところ、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準

報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた

標準報酬月額となっている。 

    しかし、Ａ事業所から提出された給与支払明細書（平成 14 年６月か

ら 16 年８月まで）により、申立人は、社会保険事務所に届け出られて

いる標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立期間①の標準報酬月額については、平成 14 年６月

は 19 万円、同年７月から 15 年６月までは 20 万円、同年７月から 16 年

３月までは 22 万円、同年４月から同年８月までは 18 万円とすることが

妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主が、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、事業主は、当該保険料を納入する義務を履行し

ていないと認められる。 

    一方、申立期間②に係る標準報酬月額については、当該事業所から提

出された給与支払明細書(平成 16 年９月から 17 年８月まで)により、報

酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標



準報酬月額と同額であることが確認できることから、特例法による保険

給付の対象に当たらないためあっせんは行わない。 

 

  ２ 申立人の申立期間③から⑫までの標準賞与額については、オンライン

記録によれば、当初、平成 15 年７月 25 日は 22 万 9,000 円、同年 12 月

25 日は 29 万 6,000 円、16 年７月 23 日は 32 万 3,000 円、同年 12 月 25

日は 32 万 2,000 円、17 年７月 25 日は 33 万 9,000 円、同年 12 月 22 日

は 33 万 8,000 円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 35 万 5,000 円、

19 年７月 25 日は 41 万 5,000 円、同年 12 月 25 日は 45 万 6,000 円と記

録されていたが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が

時効により消滅した後の 22 年８月４日に、15 年７月 25 日は 27 万円、

同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 38 万

円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、18 年７月 25 日及び

同年 12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 48 万円、同年 12 月 25 日

は 52 万 8,000 円に、それぞれ訂正されたところ、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準賞与額は、当該訂正

後の標準賞与額ではなく、当初記録されていた標準賞与額となっている。 

    しかし、当該事業所から提出された賞与支払明細書により、申立人は、

社会保険事務所に届け出られている標準賞与額に基づく厚生年金保険料

よりも高い保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認で

きる。 

    一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

    したがって、当該期間の標準賞与額については、平成 15 年７月 25 日

は 27 万円、同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び同年 12 月

25 日は 38 万円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、18 年

７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 48 万円、

同年 12 月 25 日は 52 万 8,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主は、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

  ３ 申立人は、申立期間⑬の標準報酬月額の相違について申し立てている



が、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

    したがって、当該期間の標準報酬月額については、給与支払明細書に

より、30 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は誤った届出を行い、正しい保険料を納

付していないことを認めていることから、当該保険料を納入する義務を

履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3176 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 15 年６月１日から 18 年９月１日までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、15 年６月から 16

年８月までは 19 万円、同年９月から 18 年８月までは 22 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、15 年６月から 17 年８月

までは訂正前の 18 万円、同年９月から 18 年８月までは訂正前の 20 万円

とされているが、申立人は当該期間のうち、16 年４月１日から 18 年９月

１日までを除く期間について、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料よりも高い保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申

立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を、15 年６月は 19 万円、同年

７月から同年 10 月までは 20 万円、同年 11 月は 22 万円、同年 12 月は 20

万円、16 年１月は 22 万円、同年２月及び同年３月は 20 万円に訂正する

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成 15 年７月 25 日、同年 12 月 25 日、16 年

７月 23 日、同年 12 月 25 日、17 年７月 25 日、同年 12 月 22 日、18 年７

月 25 日、同年 12 月 25 日、19 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日に係る標

準賞与額については、事後訂正の結果、15 年７月 25 日は 14 万 5,000 円、

同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25 日は 38 万円、

17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、18 年７月 25 日及び同年

12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 44 万円、同年 12 月 25 日は 48万

4,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規

定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は、15 年

７月 25 日は訂正前の 12 万 3,000 円、同年 12 月 25 日は訂正前の 29 万

8,000 円、16 年７月 23 日は訂正前の 32 万 3,000 円、同年 12 月 25 日は訂

正前の 32 万 2,000 円、17 年７月 25 日は訂正前の 33 万 9,000 円、同年 12

月 22 日は訂正前の 33 万 8,000 円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は

訂正前の 35 万 5,000 円、19 年７月 25 日は訂正前の 38 万 8,000 円、同年

12 月 25 日は訂正前の 42 万 7,000 円とされているが、申立人は、当該期

間についてその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消



し、特例法に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、15

年７月 25 日は 14 万 5,000 円、同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23

日及び同年 12 月 25 日は 38 万円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は

40 万円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日

は 44 万円、同年 12 月 25 日は 48 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

   さらに、申立人は申立期間のうち、平成 20 年８月１日から同年９月１

日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（標準報酬月額 26 万円に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月１日から 16 年４月１日まで 

             ② 平成 16 年４月１日から 18 年９月１日まで 

             ③ 平成 15 年７月 25 日 

             ④ 平成 15 年 12 月 25 日 

             ⑤ 平成 16 年７月 23 日 

             ⑥ 平成 16 年 12 月 25 日 

             ⑦ 平成 17 年７月 25 日 

             ⑧ 平成 17 年 12 月 22 日 

             ⑨ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑩ 平成 18 年 12 月 25 日 

             ⑪ 平成 19 年７月 25 日 

             ⑫ 平成 19 年 12 月 25 日 

             ⑬ 平成 20 年８月１日から同年９月１日まで 

    Ａ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、社会保険事務



所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ていた。年金

事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理されたが、既に時

効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映されないことか

ら、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①及び②における標準報酬月額については、オンラ

イン記録によれば、当初、平成 15 年６月から 17 年８月までは 18 万円、

同年９月から 18 年８月までは 20 万円と記録されていたが、当該額は、

当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の 22

年８月４日に、15 年６月から 16 年８月までは 19 万円、同年９月から

18 年８月までは 22 万円にそれぞれ訂正されたところ、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額

となっている。 

    しかし、Ａ事業所から提出された給与支払明細書（平成 15 年６月か

ら 16 年３月まで）により、申立人は、社会保険事務所に届け出られて

いる標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立期間①の標準報酬月額については、平成 15 年６月

は 19 万円、同年７月から同年 10 月までは 20 万円、同年 11 月は 22 万

円、同年 12 月は 20 万円、16 年１月は 22 万円、同年２月及び同年３月

は 20 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主が、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、事業主は、当該保険料を納入する義務を履行し

ていないと認められる。 

    一方、申立期間②に係る標準報酬月額については、当該事業所から提

出された給与支払明細書(平成 16 年４月から 18 年８月まで)により、報

酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標

準報酬月額と同額であることが確認できることから、特例法による保険

給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



 

  ２ 申立人の申立期間③から⑫までの標準賞与額については、オンライン

記録によれば、当初、平成 15 年７月 25 日は 12 万 3,000 円、同年 12 月

25 日は 29 万 8,000 円、16 年７月 23 日は 32 万 3,000 円、同年 12 月 25

日は 32 万 2,000 円、17 年７月 25 日は 33 万 9,000 円、同年 12 月 22 日

は 33 万 8,000 円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 35 万 5,000 円、

19 年７月 25 日は 38 万 8,000 円、同年 12 月 25 日は 42 万 7,000 円と記

録されていたが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が

時効により消滅した後の 22 年８月４日に、15 年７月 25 日は 14 万

5,000 円、同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び同年 12 月 25

日は 38 万円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、18 年７月

25 日及び同年 12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 44 万円、同年

12 月 25 日は 48 万 4,000 円にそれぞれ訂正されたところ、厚生年金保

険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準賞与額は、

当該訂正後の標準賞与額ではなく、当初記録されていた標準賞与額とな

っている。 

    しかし、当該事業所から提出された賞与支払明細書により、申立人は、

社会保険事務所に届け出られている標準賞与額に基づく厚生年金保険料

よりも高い保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認で

きる。 

    一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

    したがって、当該期間の標準賞与額については、平成 15 年７月 25 日

は 14 万 5,000 円、同年 12 月 25 日は 36 万円、16 年７月 23 日及び同年

12 月 25 日は 38 万円、17 年７月 25 日及び同年 12 月 22 日は 40 万円、

18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 42 万円、19 年７月 25 日は 44 万

円、同年 12 月 25 日は 48 万 4,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主は、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

  ３ 申立人は、申立期間⑬の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保



険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

    したがって、当該期間の標準報酬月額については、給与支払明細書に

より 28 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は誤った届出を行い、正しい保険料を納

付していないことを認めていることから、当該保険料を納入する義務を

履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3177 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 17 年４月１日から 18 年９月１日までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、24 万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当すること

から、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、17 年４月から同年８

月までは訂正前の 18 万円、同年９月から 18 年８月までは訂正前の 22 万

円とされているが、申立人は当該期間のうち、17 年４月１日から同年５

月１日まで及び同年 10 月１日から 18 年９月１日までを除く期間について、

訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額

に係る記録を、17 年５月及び同年６月は 24 万円、同年７月は 22 万円、

同年８月及び同年９月は 24 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、17 年７月 25 日、同年 12 月 22 日、18 年７月

25 日、同年 12 月 25 日、19 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日に係る標準賞

与額については、事後訂正の結果、17 年７月 25 日は 18 万円、同年 12 月

22 日は 36 万円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 38 万円、19 年７

月 25 日は 40 万円、同年 12 月 25 日は 44 万円とされているところ、当該

額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は、17 年７月 25 日は訂正前の 16 万 4,000 円、

年 12 月 22 日は訂正前の 30 万 4,000 円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25

日は訂正前の 32 万 1,000 円、19 年７月 25 日は訂正前の 34 万 6,000 円、

同年 12 月 25 日は訂正前の 38 万 8,000 円とされているが、申立人は、当

該期間のうち、17 年７月 25 日を除く期間について、その主張する標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の

当該期間の標準賞与額に係る記録を同年 12 月 22 日は 36 万円、18 年７月

25 日及び同年 12 月 25 日は 38 万円、19 年７月 25 日は 40 万円、同年 12

月 25 日は 44 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 平成 17 年５月１日から同年 10 月１日まで 

             ③ 平成 17 年 10 月１日から 18 年９月１日まで 

             ④ 平成 17 年７月 25 日 

             ⑤ 平成 17 年 12 月 22 日 

             ⑥ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 25 日 

             ⑧ 平成 19 年７月 25 日 

             ⑨ 平成 19 年 12 月 25 日 

    Ａ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、社会保険事務

所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ていた。年金

事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理されたが、既に時

効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映されないことか

ら、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①、②及び③における標準報酬月額については、オ

ンライン記録によれば、当初、平成 17 年４月から同年８月までは 18 万

円、同年９月から 18 年８月までは 22 万円と記録されていたが、当該額

は、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の

22 年８月４日に、24 万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正

後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額となって

いる。 

    しかし、Ａ事業所から提出された給与支払明細書（平成 17 年５月か

ら同年９月まで）により、申立人は、社会保険事務所に届け出られてい

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及



び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立期間②の標準報酬月額については、17 年５月及び

同年６月は 24 万円、同年７月は 22 万円、同年８月及び同年９月は 24

万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主が、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納入する義務を履行していないと

認められる。 

    一方、申立期間①については、当該事業所から提出された複数の従業

員の給与明細書により確認できる厚生年金保険料控除額により、当該事

業所は、厚生年金保険料を当月控除していたことが推認できるところ、

申立人の平成 17 年４月の給与支払明細書により、申立人は、給与から

厚生年金保険料が控除されていないことが確認できることから、当該期

間については、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

    また、申立期間③については、申立人の平成 17 年 10 月１日から 18

年９月１日までの給与支払明細書により、申立人の報酬月額又は保険料

控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額

であることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当た

らないため、あっせんは行わない。 

 

  ２ 申立人の申立期間④から⑨までの標準賞与額については、オンライン

記録によれば、当初、平成 17 年７月 25 日は 16 万 4,000 円、同年 12 月

22 日は 30 万 4,000 円、18 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 32 万

1,000 円、19 年７月 25 日は 34 万 6,000 円、同年 12 月 25 日は 38 万

8,000 円と記録されていたが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険

料の徴収権が時効により消滅した後の 22 年８月４日に、17 年７月 25

日は 18 万円、同年 12 月 22 日は 36 万円、18 年７月 25 日及び同年 12

月 25 日は 38 万円、19 年７月 25 日は 40 万円、同年 12 月 25 日は 44 万

円に、それぞれ訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額計算の基礎となる標準賞与額は、当該訂正後の標準賞与

額ではなく、当初記録されていた標準賞与額となっている。 

    しかし、申立期間⑤から⑨までの期間については、当該事業所から提

出された賞与支払明細書により、申立人は、社会保険事務所に届け出ら



れている標準賞与額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

    したがって、申立期間⑤から⑨までの標準賞与額については、特例法

に基づき、17 年 12 月 22 日は 36 万円、18 年７月 25 日及び同年 12 月

25 日は 38 万円、19 年７月 25 日は 40 万円、同年 12 月 25 日は 44 万円

とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主は、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

    一方、申立期間④に係る標準賞与額については、申立人の平成 17 年

７月 25 日の賞与支払明細書により、厚生年金保険料が控除されていな

いことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらな

いため、あっせんは行わない。



千葉厚生年金 事案 3178 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 19 年４月１日から同年９月１日までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、22 万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当すること

から、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 18 万円とされ

ているが、申立人は、当該期間について、訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に

基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 22 万円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成 19 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日に係る

標準賞与額については、事後訂正の結果、同年７月 25 日は 36 万円、同年

12 月 25 日は 39 万 6,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標

準賞与額は、同年７月 25 日は訂正前の 31 万 8,000 円、同年 12 月 25 日は

訂正前の 34 万 9,000 円とされているが、申立人は、当該期間について、

その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法

に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を同年７月 25 日は 36 万円、

同年 12 月 25 日は 39 万 6,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 



    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年４月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成 19 年７月 25 日 

             ③ 平成 19 年 12 月 25 日 

    Ａ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、社会保険事務

所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ていた。年金

事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理されたが、既に時

効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映されないことか

ら、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①における標準報酬月額については、オンライン記

録によれば、当初、18 万円と記録されていたが、当該額は、当該期間

に係る厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年８

月４日に、22 万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の

規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標

準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額となっている。 

    しかし、Ａ事業所から提出された給与支払明細書（平成 19 年４月か

ら同年８月まで）により、申立人は、社会保険事務所に届け出られてい

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立期間①の標準報酬月額については、22 万円とする

ことが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主が、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、事業主は、当該保険料を納入する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

  ２ 申立期間②及び③の標準賞与額については、オンライン記録によれば、

当初、平成 19 年７月 25 日は 31 万 8,000 円、同年 12 月 25 日は 34 万

9,000 円と記録されていたが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険

料の徴収権が時効により消滅した後の 22 年８月４日に、19 年７月 25

日は 36 万円、同年 12 月 25 日は 39 万 6,000 円、それぞれ訂正されたと



ころ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎と

なる標準賞与額は、当該訂正後の標準賞与額ではなく、当初記録されて

いた標準賞与額となっている。 

    しかし、当該事業所から提出された賞与支払明細書により、申立人は、

社会保険事務所に届け出られている標準賞与額に基づく厚生年金保険料

よりも高い保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認で

きる。 

    一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

    したがって、当該期間の標準賞与額については、平成 19 年７月 25 日

は 36 万円、同年 12 月 25 日は 39 万 6,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主は、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



千葉厚生年金 事案 3179 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 19 年８月１日から 20 年９月１日までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、19 年８月から 20

年３月までは 28 万円、同年４月から同年８月までは 32 万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 20 万円とされている

が、申立人は当該期間のうち、19 年８月１日から同年９月１日までを除

く期間について、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高

い保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期

間の標準報酬月額に係る記録を、同年９月は 28 万円、同年 10 月は 30 万

円、同年 11 月は 28 万円、同年 12 月及び 20 年１月は 30 万円、同年２月

から同年４月までは 32 万円、同年５月は 30 万円、同年６月は 34 万円、

同年７月及び同年８月は 32 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成 19 年 12 月 25 日に係る標準賞与額につい

ては、事後訂正の結果、45 万 1,000 円とされているところ、当該額は厚

生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基

礎となる標準賞与額は、訂正前の 39 万 7,000 円とされているが、申立人

は、当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、特例法に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を

45 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  



 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年８月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成 19 年９月１日から 20 年９月１日まで 

             ③ 平成 19 年 12 月 25 日 

    Ａ事業所は申立期間当時に勤務していた職員について、社会保険事務

所（当時）に誤った標準報酬月額及び標準賞与額を届け出ていた。年金

事務所に訂正届を提出し、平成 22 年７月 16 日に受理されたが、既に時

効が成立しているため、厚生年金保険の年金給付に反映されないことか

ら、厚生年金保険の給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①及び②における標準報酬月額については、オンラ

イン記録によれば、当初、20 万円と記録されていたが、当該額は、当

該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成

22 年８月４日に、19 年８月から 20 年３月までは 28 万円、同年４月か

ら同年８月までは 32 万円にそれぞれ訂正されたところ、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額

となっている。 

    しかし、Ａ事業所から提出された給与支払明細書（平成 19 年９月か

ら 20 年８月まで）により、申立人は、社会保険事務所に届け出られて

いる標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立期間②の標準報酬月額については、平成 19 年９月

は 28 万円、同年 10 月は 30 万円、同年 11 月は 28 万円、同年 12 月及び

20 年１月は 30 万円、同年２月から同年４月までは 32 万円、同年５月

は 30 万円、同年６月は 34 万円、同年７月及び同年８月は 32 万円とす

ることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主が、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納入する義務を履行していないと



認められる。 

    一方、申立期間①については、当該事業所から提出された複数の従業

員の給与支払明細書により確認できる厚生年金保険料控除額により、当

該事業所は、厚生年金保険料を当月控除していたことが推認できるとこ

ろ、申立人の平成 19 年８月の給与支払明細書により、申立人は、給与

から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できることから、当

該期間については、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あ

っせんは行わない。 

 

  ２ 申立期間③の標準賞与額については、当初、39 万 7,000 円と記録さ

れていたが、当該額は、当該期間に係る厚生年金保険料の徴収権が時効

により消滅した後の平成 22 年８月４日に、45 万 1,000 円に訂正された

ところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎

となる標準賞与額は、当該訂正後の標準賞与額ではなく、当初記録され

ていた標準賞与額となっている。 

    しかし、当該事業所から提出された賞与支払明細書により、申立人は、

社会保険事務所に届け出られている標準賞与額に基づく厚生年金保険料

よりも高い保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認で

きる。 

    一方、標準賞与額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、当該期間の標準賞与額については、特例法に基づき、45

万 1,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅し

た後に、事業主は、申立期間当時の事務手続を誤ったとして訂正の届出

を行っていることから、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



千葉厚生年金 事案 3180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を平成 19 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年８月 31 日から同年９月１日まで 

    私は、Ａ社を平成 19 年８月 31 日付けで退職したので、厚生年金保険

の被保険者記録において資格喪失日が同年９月１日となるはずである。

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主の証言及び申立人から提出された給与明細書(平成 19 年５月から

同年８月まで)により、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務

し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、申立人の標準報酬月額については、給与明細書により確認できる

保険料控除額から、24 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は納付したと主張しているが、事業主が資格喪失日を平

成 19 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）が

これを同年８月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主が、同

日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3181 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 49 年２月か

ら同年８月までは 15 万円、同年９月は 17 万円、51 年９月は 24 万円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（上記訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年２月１日から同年 10 月１日まで 

             ② 昭和 51 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    私の厚生年金保険の被保険者記録について、申立期間①及び②とも、

報酬月額に見合う標準報酬月額より低くなっている。給与明細書を提出

するので調査の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社（現在は、Ｂ社）の給与明細書により、申立

人は、申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   また、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認でき

る保険料控除額から、昭和 49 年２月から同年８月までは 15 万円、同年９

月は 17 万円、51 年９月は 24 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの申立人の標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 3182 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 29 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 5,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年３月 31 日から同年４月５日まで 

    私は、昭和 26 年９月１日から 29 年４月５日まで、Ｂ県Ｃ市のＡ社に

正社員として勤務したが、同年３月 31 日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失している。同年３月分の厚生年金保険料の控除が確認できる給

与支払明細書を提出するので、厚生年金保険の加入記録を訂正してもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与支払明細書（入社年の昭和 26 年９月、退社

年の 29 年３月及び同年４月）により、申立人は、29 年３月 31 日までＡ

社に勤務していたことが確認でき、同年３月の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていることが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年３月の給与支払

明細書の保険料控除額から、5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る昭和 29 年３月の保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪

失日を同年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る同年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3183 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、平成 15 年 12 月 25 日、

16 年７月 27 日、同年 12 月 22 日、17 年７月 26 日、同年 12 月 26 日、18

年７月 28 日及び同年 12 月 25 日の標準賞与額に係る記録をそれぞれ 45 万

1,000 円、38 万 2,000 円、40 万 4,000 円、32 万 4,000 円、30 万 7,000 円、

32 万 7,000 円及び 31 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 25 日 

             ② 平成 16 年７月 27 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 22 日 

             ④ 平成 17 年７月 26 日 

             ⑤ 平成 17 年 12 月 26 日 

             ⑥ 平成 18 年７月 28 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 25 日 

    私は、Ａ社から平成 15 年 12 月から 18 年 12 月までの７回にわたり支

給されていた賞与について、厚生年金保険料を控除されていたが、当該

賞与の記録が無いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉徴収していたと認められる保険料額又は申立人の賞与額のそれぞれに基

づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、賃金台帳における賞与



の総支給額及び保険料控除額から、平成 15 年 12 月 25 日については 45 万

1,000 円、16 年７月 27 日については 38 万 2,000 円、同年 12 月 22 日につ

いては 40 万 4,000 円、17 年７月 26 日については 32 万 4,000 円、同年 12

月 26 日については 30 万 7,000 円、18 年７月 28 日については 32 万 7,000

円、同年 12 月 25 日については 31 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、申立期間当時に賞与支払届及び賞与支払

届総括表を提出しなかったことを認めていることから、社会保険事務所

（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3184 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年１月 25 日から同年３月 10 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（事業所番号＊）における資格取

得日に係る記録を同年１月 25 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を６

万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年９月１日から 37 年９月１日まで 

             ② 昭和 44 年２月１日から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 45 年１月 25 日から同年３月 10 日まで 

    私は、申立期間①については、昭和 35 年９月初めに兄の経営するＡ

社に入社し働き出したが、同社での厚生年金保険の被保険者資格取得日

が 37 年９月１日になっており、２年間の加入記録が無いので調査して

ほしい。 

    申立期間②については、Ａ社を一度退職した後、兄に誘われ昭和 44

年２月に再入社したが、厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年８月

１日となっており、６か月間の加入記録が無いので調査してほしい。 

    申立期間③については、Ａ社のＢ区Ｃにあった事業所からＤ市の事業

所に転勤したが、同社には継続して勤務していたのに、昭和 45 年１月

25 日から同年３月 10 日までの厚生年金保険の加入記録が途切れており、

考えられないことなので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③については、Ａ社の事業主及び元同僚の供述から判断する

と、申立人は、当該事業所に継続して勤務し（昭和 45 年１月 25 日にＢ

区Ｃに所在するＡ社（事業所番号＊＊）からＤ市に所在するＡ社（事業

所番号＊）に異動）、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（＊）にお



ける昭和 45 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万 8,000

円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間①については、Ａ社の元同僚の供述から、申立人が申立期間

①において当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

37 年９月１日であり、申立期間①は適用事業所になる前の期間である。 

    また、Ａ社の事業主は、「会社を起こしてもすぐには厚生年金保険に

加入しなかった。」と供述している上、元同僚も、「私は昭和 36 年か

らＡ社で働いていたが、厚生年金保険には途中から加入したことを覚え

ている。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間②については、Ａ社の事業主及び元同僚はいずれも、申立人

の当該事業所への再入社の時期について、「覚えていない。」と供述し

ており、申立人の申立期間②における当該事業所での勤務期間について

確認することができない。 

    また、事業主は、「厚生年金保険の届出等に係る資料は全く残ってお

らず、厚生年金保険の加入状況は分からない。」と供述しており、申立

人の申立期間②における厚生年金保険の加入状況及び保険料の控除状況

について確認することができない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



千葉厚生年金 事案 3185 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人がＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における厚生年金保険

被保険者の資格を昭和 29 年４月 26 日に取得し、31 年９月 30 日に資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められるこ

とから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額は、昭和 29 年４月は 8,000 円、同年５

月から 31 年８月までは１万 8,000 円とすることが妥当である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 22 年６月１日から 23 年５月１

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店に係る資格喪失日（22

年６月１日）及び資格取得日（23 年５月１日）に係る記録を取り消し、

当該期間の標準報酬月額を 600 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 28 年７月 31 日から同年８月

１日までの期間、同年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間、31 年９

月 30 日から同年 10 月１日までの期間及び 33 年７月 30 日から同年９月

30 日までの期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格喪

失日を 28 年７月 31 日から同年８月１日に、同社本店に係る資格取得日を

28 年 12 月１日から同年 11 月１日に、同社Ｃ支店における資格喪失日を

31 年９月 30 日から同年 10 月１日に、同社Ｄ支店における資格喪失日を

33 年７月 30 日から同年９月 30 日にそれぞれ訂正し、当該期間の標準報

酬月額を 28 年７月は 8,000 円、同年 11 月は 8,000 円、31 年９月は１万

8,000 円、33 年７月及び同年８月は１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、昭和 28 年７月及び 31 年９月については履

行していないと認められ、28 年 11 月、33 年７月及び同年８月は明らかで

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 44 年生 



    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年６月１日から 23 年５月１日まで 

             ② 昭和 28 年７月 31 日から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 28 年 11 月１日から同年 12 月１日まで 

             ④ 昭和 29 年４月 30 日から 31 年９月 30 日まで 

             ⑤ 昭和 31 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

             ⑥ 昭和 33 年７月 30 日から同年９月 30 日まで 

    父は、大正 14 年頃から昭和 42 年 11 月に退社するまで、ずっとＡ社

に在籍し厚生年金保険に加入しており、Ｂ社から取り寄せた資料を添付

するので申立期間について調査してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間④については、申立人の当時の厚生年金保険記号番号は

「＊」であるところ、Ａ社Ｃ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立人の記号番号と相違する「＊＊」と記載され、申立人と

同姓同名かつ生年月日が同一で基礎年金番号に統合されていない厚生年

金保険被保険者記録（資格取得日は昭和 29 年４月 26 日、資格喪失日は

31 年９月 30 日）が確認できる。 

    また、当該記号番号「＊＊」が払い出されている被保険者は、申立人

と性別、氏名及び生年月日が異なる別人であり、申立期間④当時は別事

業所において厚生年金保険の被保険者であることが確認できることから、

当該厚生年金保険被保険者記録の記号番号は、上記被保険者名簿に誤記

入された可能性がうかがえる上、Ｂ社は、申立人が大正 14 年３月に入

社し、昭和 42 年 11 月に退職したことを証明する退職証明書を発行して

おり、当該厚生年金保険被保険者記録は、申立期間と符合することから、

申立人の記録であると判断することができる。 

    これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社Ｃ支店におけ

る被保険者資格を昭和 29 年４月 26 日に取得し、31 年９月 30 日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録により、

昭和 29 年４月は 8,000 円、同年５月から 31 年８月までは１万 8,000 円

とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人は、オンライン記録では、Ａ社におい



て昭和 21 年９月２日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、22 年６

月１日に資格を喪失後、23 年５月１日に同社において再度資格を取得

しており、22 年６月から 23 年４月までの被保険者記録が無い。 

    しかし、Ｂ社が提出した計算書、辞令原簿及び在職証明書から判断す

ると、申立人は、申立期間①においてＡ社本店及び同社Ｅ出張所に勤務

していたことが確認できる。 

    また、計算書及び辞令原簿により、申立人は昭和 23 年４月１日にＡ

社本店から同社Ｅ出張所に異動したことが確認できるところ、同社Ｅ出

張所は 29 年４月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、

申立期間①は適用事業所になる前の期間であるが、辞令原簿において、

申立人と同じく 23 年４月１日に同社Ｅ出張所へ異動した元同僚は、22

年 12 月１日から 26 年 11 月 20 日まで同社本店で継続して厚生年金保険

に加入していることから、同社では、適用事業所となっていない支店等

に異動した場合、本店で厚生年金保険に加入させる取扱いであったこと

がうかがえる。 

    さらに、別の元同僚は、「申立人は、私が入社した昭和 14 年より前

からＡ社に在籍しており、異動はあったが、途中で退職することなく継

続して同社に勤務していた。」と証言しており、当該元同僚は、厚生年

金保険制度が発足した昭和 19 年６月１日に資格を取得して以降、Ｂ社

の関連会社で 57 年６月 21 日に資格を喪失するまで、厚生年金保険加入

期間に欠落は無い。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社本店に継続して勤務し、

申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められる。 

    また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店にお

ける昭和 22 年５月の社会保険事務所の記録から、600 円とすることが

妥当である。 

    なお、事業主が申立人の申立期間①に係る保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としているが、事業主から申立

人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを記録するとは考え難いことから、事業主

が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行い、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 22 年６月から 23 年４月

までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期

間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  ３ 申立期間②、③、⑤及び⑥については、Ｂ社が提出した計算書、辞令

原簿、住所録、同社が申立人の息子に交付した在職証明書及び複数の元

同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和

28 年８月１日に同社本店から同社Ｆ支店、同年 11 月１日に同社Ｆ支店

から同社本店、31 年 10 月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店、33 年９月

30 日に同社Ｄ支店から同社Ｇ支店にそれぞれ異動）、当該期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店におけ

る昭和 28 年６月、同社本店における同年 12 月、同社Ｃ支店における

31 年８月及び同社Ｄ支店における 33 年６月の社会保険事務所の記録か

ら、申立期間②及び③は 8,000 円、申立期間⑤及び⑥は１万 8,000 円と

することが妥当である。 

    なお、事業主が申立期間②及び⑤に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、事業主が

資格喪失日を昭和 28 年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを同年７月 31 日と誤って記録するとは考え難く、同様に、

31 年 10 月１日と届け出られたものを同年９月 30 日と誤って記録する

とは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格喪

失の届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 28 年７

月及び 31 年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人

に係る申立期間②及び⑤の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

    一方、事業主が申立期間③及び⑥に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を

社会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 3186 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年 11 月 16 日から同年 12 月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を 21 年 11 月 16 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 600 円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 26 年３月 16 日から同年８月１

日までの期間において、厚生年金保険の被保険者であったことが認められ

ることから、Ａ社Ｂ工場における申立人の被保険者記録のうち、当該期間

に係る資格の喪失日（26 年３月 16 日）及び取得日（26 年８月１日）の記

録を取り消すことが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額は 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年 11 月 16 日から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 26 年３月 16 日から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 31 年 10 月 15 日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 14 年にＡ社に入社以来、31 年 10 月末日まで継続して勤

務したのに、申立期間の厚生年金保険の加入記録が抜けている。申立期

間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、複数の元同僚の証言から判断すると、申立人

は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 21 年 11 月 16 日に同社Ｃ工場から同

社Ｂ工場に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場に

おける昭和 21 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、600 円と



することが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付したか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、オンライン記録では、Ａ社Ｂ工場

において、昭和 22 年 10 月２日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、

26 年３月 16 日に資格を喪失後、同年８月１日に同社において再度資格

を取得しており、申立期間②の被保険者記録が無い。 

    しかし、Ａ社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の

資格取得日は昭和 22 年 10 月 16 日、資格喪失日は 31 年 10 月 15 日と記

載されており、その間に資格喪失及び資格取得の記載は無い。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の年

金記録の管理が適切に行われていたとは認め難いことから、申立人は、

申立期間②において厚生年金保険の被保険者であったと認められ、Ａ社

Ｂ工場における申立人の被保険者記録のうち、当該期間に係る資格の喪

失日（昭和 26 年３月 16 日）及び取得日（26 年８月１日）の記録を取

り消すことが必要である。 

    なお、申立期間②の標準報酬月額については、上記被保険者名簿から

8,000 円とすることが妥当である。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人は、｢昭和 31 年 10 月末日までＡ社Ｄ

工場に勤務した。｣と主張しているが、複数の元同僚からは、申立人の

勤務期間について具体的な供述を得ることができず、申立人の勤務実態

を確認できない。 

    また、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

関係資料も保存されていないことから、申立人が申立期間③において厚

生年金保険料を給与から控除されていたか否かについて確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3187 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（30 万円）であったと認められることから、申立

期間の標準報酬月額の記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年７月１日から 18 年 12 月１日まで 

    Ａ社における、私の平成 16 年７月１日から 18 年 12 月１日までの標

準報酬月額が、私が知らないうちに引き下げられていたことに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初申立

人が主張する 30 万円と記録されていたところ、Ａ社が平成 21 年８月 19

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなる前の、17 年９月 13 日付けで、

申立人の標準報酬月額は 16 年７月に遡って 30 万円から９万 8,000 円に訂

正されていることが確認できる。 

   また、当該事業所の事業主及び当時の同僚一人についても、平成 17 年

９月 13 日付けで、16 年７月１日に遡って標準報酬月額の減額処理が行わ

れている。 

   しかし、滞納処分票により、申立期間当時、当該事業所は社会保険料を

滞納していることが確認できる上、元事業主は、「社会保険料の滞納額を

減額するために、標準報酬月額を訂正した。」と供述していることから、

標準報酬月額の記録を減額遡及訂正することにより、滞納していた社会保

険料を相殺し納付したことがうかがえるが、社会保険事務所(当時)におい

て、このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

   また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立人は取締役であったこ

とが確認できるが、元事業主が「社会保険事務は、申立人ではない者が担

当していた。」と供述している上、滞納処分票に申立人に係る記載が無い



ことから、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していないと

認められる。 

   なお、当該遡及訂正処理を行った日の後の平成 18 年９月１日の定時決

定で、申立人の標準報酬月額が９万 8,000 円に変更されているが、これに

ついては、社会保険事務所が保管する届出書により、社会保険事務所が職

権で変更したものと考えられることから、事業主の届出に基づく定時決定

とは認められない。 

   これらを総合的に判断すると、平成 17 年９月 13 日付けで行われた遡及

訂正及び 18 年９月１日の定時決定の事務処理は有効なものとは認められ

ず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、30 万円に訂正することが必要である。



千葉厚生年金 事案 3188 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 29 年６月 30 日から 30 年４月１日ま

での期間において、厚生年金保険の被保険者であったことが認められるこ

とから、Ａ社Ｂ支店における資格取得日を昭和 29 年６月 30 日、資格喪失

日を 30 年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000 円と

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年４月１日から 23 年８月１日まで 

             ② 昭和 29 年６月 30 日から 30 年４月１日まで 

    私の夫は、昭和 10 年３月 20 日から 52 年６月 30 日まで、Ａ社に継続

して勤務したが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が欠落しているの

で、記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人は、複数の元同僚の証言及び雇用保険

の加入記録により、申立期間②にＡ社に勤務していたことが確認できる。 

    また、オンライン記録により、申立人は、Ａ社本社において、昭和

23 年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、29 年６月 30 日

に資格を喪失後、30 年４月１日に同社本社において再度資格を取得し

ており、申立期間②の被保険者記録が無いが、Ａ社Ｂ支店に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の資格取得日は昭和 29 年６月 14

日、資格喪失日は 30 年４月１日と記載されていることが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申

立人の厚生年金保険の記録管理が適切であったとは認め難いことから、

Ａ社Ｂ支店における申立人の被保険者記録を訂正することが必要である。 

    なお、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日については、上記被保



険者名簿に記載されているＡ社本社から異動してきた複数の元同僚の同

社Ｂ支店に係る資格取得日が、同社本社の資格喪失日に合わせて訂正さ

れていることから、昭和 29 年６月 30 日に訂正し、資格喪失日について

は、上記被保険者名簿により、30 年４月１日に訂正することが必要で

ある。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に

おける昭和 29 年６月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000 円とす

ることとすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間①については、Ａ社から提出された在籍証明書により、申立

人が当該事業所に勤務していたことは確認できる。 

    しかし、Ａ社本社は、昭和 19 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業

所となり、21 年４月１日に適用事業所でなくなった後、23 年８月１日

に再度厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立期間①は

厚生年金保険の適用事業所でなかった期間である。 

    また、Ａ社本社が昭和 21 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなったときの健康保険労働者年金保険被保険者名簿と 23 年８月１

日に再度厚生年金保険の適用事業所となったときの健康保険厚生年金保

険被保険者名簿の両方に氏名の記載がある者 24 名のうち、記録が判明

した 14 名全員が申立期間①である 21 年４月１日から 23 年８月１日ま

での期間について厚生年金保険の加入記録が無い。 

    さらに、複数の元同僚は、昭和 23 年８月１日に再度厚生年金保険の

適用事業所となる前の期間について、「厚生年金保険の適用事業所にな

る前は、厚生年金保険料は控除されることはなかったと記憶してい

る。」と供述している。 

    加えて、当該事業所は、保存期間経過のため、賃金台帳、源泉徴収票

等は保管していないと回答していることから、申立人の申立期間①当時

の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3189 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年 12 月 31 日から 32 年１月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に係る

記録を 31 年 12 月 31 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 6,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年９月１日から同年 11 月１日まで 

             ② 昭和 31 年 12 月 31 日から 32 年１月１日まで 

    私は、昭和 31 年９月にＡ社本社に採用され、48 年 12 月末まで継続

して勤務していたが、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無

いことは納得できない。なお、申立期間②は、31 年 12 月末日に同社本

社から同社Ｂ支社へ転勤となった時期であるので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人の雇用保険の加入記録及び申立人が氏名

を挙げた複数の元同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ社に継続し

て勤務し（同社本社から同社Ｂ支社に異動）、申立期間②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、異動日については、本人の供述により、昭和 31 年 12 月 31 日

とすることが妥当である。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社にお

ける昭和 32 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000

円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い



ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人は当時の勤務内容に係る具体的な供述

をしていること、及び申立人が氏名を挙げた複数の元同僚は申立人を記

憶していることから、Ａ社に勤務していたことは推認できるものの、勤

務期間について具体的な証言を得ることはできないため、入社時期を特

定することができない。 

    また、経理担当者を含む複数の元同僚は、「申立期間①当時、原則と

して入社後１年間の見習期間があり、成績や経験年数により短縮されて

いた。」と供述していることから、申立期間①当時、当該事業所では、

従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社

してから相当期間経過後に加入させていたことがうかがえる。 

    さらに、事業主は、｢申立期間①当時の関連資料は保存期間を経過し

ているため無い。｣と回答していることから、申立人の申立期間①当時

の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3190 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 41 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年３月１日から同年９月１日まで 

    私は、平成 16 年３月から同年８月まで勤務していたＡ社の標準報酬

月額が 30 万円となっているが、実際に給与から控除されていた厚生年

金保険料は標準報酬月額 41 万円に相当する額であったので、正しい標

準報酬月額に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立期間に係る給与明細書により、申立人は、申

立期間において、その主張する標準報酬月額（41 万円）に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主から提出された「健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」により、事業主は標準報酬

月額を 30 万円として届出を行っていることが確認できることから、その

結果、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その他に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）事業主は当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3191 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

のうち昭和 51 年 10 月１日から 52 年 10 月１日までの期間に係る標準報酬

月額は 26 万円、57 年 10 月１日から 58 年 10 月１日までの期間に係る標

準報酬月額は、36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 10 月１日から 52 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 57 年 10 月１日から 58 年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務をしていた期間のうち、標準報酬

月額は、昭和 51 年 10 月から 52 年９月までは 17 万円、57 年 10 月から

58 年９月までは 34 万円となっているが、Ｃ健康保険組合（現在は、Ｄ

健康保険組合）の「被保険者台帳」では、51 年 10 月から 52 年９月ま

での標準報酬月額は 26 万円、57 年 10 月から 58 年９月までの標準報酬

月額は 36 万円となっているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、申立人から提出されたＤ健康保険組合の

被保険者台帳（同組合交付）により、申立人は、申立期間において、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、Ｂ社及びＤ健康保険組合は、｢申立期間当時の「健康保険・厚生

年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」と「健康保険組合」への届出書類

の様式については、複写式であったはずである。｣と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する標準報酬月

額に係る届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣ健康保険組合に

おける記録から、昭和 51 年 10 月から 52 年９月までは 26 万円、57 年 10

月から 58 年９月までは 36 万円とすることが妥当である。



千葉厚生年金 事案 3192 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 48 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年２月 28 日から同年３月１日まで 

    私は、昭和 46 年４月にＡ社に入社し、Ｂ（職種）として勤務した後、

48 年３月１日から、Ａ社のグループ企業であるＣ社に出向し、55 年８

月末まで継続して勤務した。厚生年金保険の加入記録をみると、48 年

２月 28 日に一旦被保険者資格を喪失しているが、会社が保管する人事

記録及び退職証明書では、継続して勤務していたことになっているので、

Ａ社での厚生年金保険の資格喪失年月日を同年３月１日に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された人事記録及び退職証明書（いずれもＡ社が交付）

から判断すると、申立人は、Ａ社及び同社のグループ企業であるＣ社に継

続して勤務し（昭和 48 年３月１日にＡ社からＣ社Ｄ営業所に出向）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主（Ａ社）により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

47 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届を間違



って提出した可能性があることを認めていることから、事業主が昭和 48

年２月 28 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3193 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年３月 31 日から同年４月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失

日に係る記録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 12 万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年４月１日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 54 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、Ａ社に、昭和 51 年４月１日から 54 年３月末日まで継続して勤

務したが、厚生年金保険の被保険者資格取得日は 51 年６月１日、資格

喪失日は 54 年３月 31 日と記録されており、当該記録前後の申立期間が

厚生年金保険の被保険者期間になっていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人から提出された昭和 54 年３月の給与

支払明細書により、同年３月の給与から厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できること、及びＢ社の事業主が「申立人の厚生年金保険

の被保険者資格喪失日は、54 年４月１日が正しいと思う。」と証言し

ていることから判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申立期

間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

昭和 54 年３月の給料支払明細書により、12 万 6,000 円とすることが妥

当である。 

    なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する



義務を履行したか否かについては、事業主は、資格喪失日は昭和 54 年

４月１日が正しいと認めている上、事業主が資格喪失日を同年４月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月

31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生

年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年３月の保険料についての納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間②に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 申立期間①については、事業主の回答及び給料支払明細書（退職金）

に「３年間勤続」と記載されていることから、申立人が、申立期間①に

おいてＡ社に勤務していたことは確認できる。 

    しかし、事業主は、「当時、当社には３か月の見習期間の規定があっ

たところ、申立人は勤務成績が良好であったため２か月で見習期間を終

了し、社会保険事務所に対し申立人の資格取得日を昭和 51 年６月１日

と届け、同年６月の給与から厚生年金保険料の控除を開始したが、申立

期間①に係る厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

    また、元同僚二人のうち一人は、「厚生年金保険の資格取得日からす

ると、入社後すぐの加入ではないので見習期間はあったと思う。」と供

述している。 

    さらに、申立人は当該事業所において初めて厚生年金保険被保険者証

の交付を受けているところ、申立人の被保険者資格取得日は、申立人に

係る厚生年金保険被保険者証記号番号払出簿及び申立人が所持する年金

手帳において、昭和 51 年６月１日であることが確認でき、オンライン

記録と一致する。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3194 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 45 年７月１日に厚生年金保険被保険

者資格を取得し、同年 10 月 25 日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社

会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の資格

取得日に係る記録を同年７月１日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月

25 日に訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、５万 2,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月１日から同年 10 月 25 日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた昭和 45 年７月から同年 10 月までの期間に

ついて、厚生年金保険の加入記録が無い。Ｂ厚生年金基金の加入記録を

提出するので、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ厚生年金基金の加入記録及び企業年金連合会から提出された裁定請求

書から判断すると、申立人は申立期間にＡ社に継続して勤務し、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立人の当該事業所におけるオンライン記録は無いが、Ｂ厚生年

金基金の回答によると、申立人の厚生年金基金の資格取得日は昭和 45 年

７月１日、資格喪失日は同年 10 月 25 日となっていることが確認できる上、

厚生年金基金は、「申立期間当時のＡ社の届出書は残っていないが、他社

の届出書を見ると、資格取得届及び資格喪失届は複写式の届出用紙を使用

しており、複写式以外の届出書は見たことがない。」と供述していること

から、厚生年金基金に提出されたものと同一のものを社会保険事務所に届

け出ていたものと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45 年７月１日



に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年 10 月 25 日に被保険者資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ厚生年金基金に

係る昭和 45 年７月の標準給与の記録から、５万 2,000 円とすることが妥

当である。



千葉厚生年金 事案 3195 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業部における資格取

得日に係る記録を昭和 44 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を５万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 12 月１日から 45 年１月６日まで 

    私は、昭和 44 年 12 月にＡ社Ｂ事業部Ｃ営業所から同社Ｂ事業部Ｄ事

務所へ転勤したが、そのときの１か月間の厚生年金保険の加入記録が欠

落している。この期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び元同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ社

に継続して勤務し（同社Ｂ事業部Ｃ営業所から同社Ｂ事業部Ｄ事務所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人の供述から昭和 44 年 12 月１日とする

ことが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業部にお

ける昭和 45 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、申立期間当時の関係資料が無く不明と回

答しており、これを確認できる関係資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関係資料及び周辺

事情は無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 3196 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取

得日に係る記録を昭和 46 年 12 月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 12 月 21 日から 47 年１月 10 日まで 

    私は、Ａ社に勤務した期間のうち、同社Ｂ工場から同社本社に異動し

たときの１か月の厚生年金保険の被保険者記録が無い。Ｃ厚生年金基金

加入員証の裏面に同社本社への異動日が記載されているので、申立期間

に同社本社勤務となったのは間違いないため、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＣ厚生年金基金加入員証、Ｄ企業年金基金から提

出されたＣ厚生年金基金加入員台帳、Ａ社から提出された本社入退管理簿

及びＢ工場退職者社保管理台帳から判断すると、申立人は、同社に継続し

て勤務し(昭和 46 年 12 月 21 日に同社Ｂ工場から同社本社に異動)、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

47 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、Ｄ企業年金基金から提

出された厚生年金基金加入員資格喪失確認通知書及び厚生年金基金加入員

資格取得届により、申立人のＡ社Ｂ工場の資格喪失日は昭和 46 年 12 月



21 日、同社本社の資格取得日は 47 年１月 10 日となっていることが確認

できるところ、当該事業所では申立期間当時、資格取得届及び資格喪失届

は複写式の届出用紙であり、厚生年金基金に提出されたものと同一のもの

を社会保険事務所に届け出ていたものと考えられることから、事業主は同

社Ｂ工場における資格喪失日を 46 年 12 月 21 日、同社本社における資格

取得日を 47 年１月 10 日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る 46 年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3197 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（53 万 7,000

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、申立期間に係る標準賞与額の記録を 53 万 7,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年 12 月 22 日 

    私は、平成 14 年７月から現在に至るまでＡ社に勤務し、その間継続

して厚生年金保険に加入していた。16 年 12 月分の賞与支給明細書にお

いて厚生年金保険料が控除されているのにもかかわらず、厚生年金保険

の加入記録が無いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された平成 16 年 12 月の賞与支給明細書により、申立人

は、同年 12 月 22 日に標準賞与額（53 万 7,000 円）に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、申立てに係る賞与支払届を社会保険事務

所（当時）に提出していなかったことを認めていることから、事業主は、

当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3198 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額を、平成 19 年９月から同年 12 月までの期

間は 30 万円、20 年１月は 26 万円、同年２月から同年８月までの期間は

30 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年９月１日から 20 年９月１日まで 

    私は、平成 19 年５月から 21 年２月までの間、Ａ社の社員として派遣

先で勤務していたが、申立期間に係る厚生年金保険料の控除額が、給与

支給明細書に記載されている額と「ねんきん定期便」にて知らせを受け

た額とで異なるので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間の標準報酬月額については、申立人が保

有するＡ社の給与支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額及

び給与の支給総額から、平成 19 年９月から同年 12 月までは 30 万円、20

年１月は 26 万円、同年２月から同年８月までは 30 万円とすることが妥当

である。 



   なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、当該事業所は、納付したと思うが、関係資料等を破棄している

ため、不明である旨を回答しており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、給与支給明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬

月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認め

られない。



千葉厚生年金 事案 3199 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成６年８月１日から７年 10 月１日までの

期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、６年８月から同年

10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年９月までは 56 万円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主は当該期間のうち上記期間の訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年５月１日から平成４年５月 17日まで 

             ② 平成６年８月１日から７年 10 月１日まで 

    私が所持する申立期間に係る給与明細書から算定した標準報酬月額と、

年金事務所が記録するＡ社（現在は、Ｂ社）に係る申立期間①の標準報

酬月額及びＢ社に係る申立期間②の標準報酬月額に、大きな差がある。

調査の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、Ｂ社は、「当時は、給与支給額に旅費が加算

されており、厚生年金保険の標準報酬月額の算定上、この額については

控除して計算していた。」と回答しているところ、旅費の取扱いについ

ては、「交通補助金に係わる疑義について」（昭和 32 年２月 21 日付保

文発 1515 号厚生省保険局健康保険課長回答）において、「定期券を購

入して支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一であり、

金銭で支払われるものも労働の対償となり得る。通勤費も生計費中の重

要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁償的なものと異なる。」と

解釈されており、当該事業所が主張するように旅費が実費弁償的な費用

であれば、標準報酬月額の算定上、給与総支給額から旅費を控除しても、

不自然な処理とはいえない。 



    また、これに基づき、申立人の給与総支給額から旅費を控除し、申立

期間②の標準報酬月額の相違について判断することとなるが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることになる。 

    したがって、申立人及び当該事業所が提出した給与明細書及び賃金台

帳で確認できる給与総支給額、旅費及び厚生年金保険料控除額から、申

立人の標準報酬月額を、平成６年８月から同年 10 月までは 53 万円、同

年 11 月から７年９月までは 56 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は誤って 44 万円の報酬月額に相当する

標準報酬月額の届出を行ったことを認めていることから、事業主が 44

万円を報酬月額として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

  ２ 申立期間①については、Ｂ社は、「当時は、給与支給額に旅費が加算

されており、厚生年金保険の標準報酬月額の算定上、この額については

控除して計算していた。」と回答しているところ、旅費の取扱いについ

ては、上記厚生省保険局健康保険課長の回答により、当該事業所が主張

するように旅費が実費弁償的な費用であれば、標準報酬月額の算定上、

給与総支給額から旅費を控除しても、不自然な処理とはいえない。 

    また、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることになる。 

    したがって、当該期間の標準報酬月額については、申立期間①におけ

るオンライン記録上の標準報酬月額が、前述で認定される標準報酬月額

を超えている又は同額となっていることが確認できることから、特例法

による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。



千葉厚生年金 事案 3200 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日（昭

和 39 年 12 月 26 日）及び資格取得日（44 年５月７日）を取り消し、申立

期間の標準報酬月額を 39 年 12 月から 40 年７月までは３万 6,000 円、同

年８月から 42 年４月までは４万 2,000 円、同年５月から 43 年５月までは

５万 6,000 円、同年６月から 44 年４月までは６万円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 12 月 26 日から 44 年５月７日まで 

    私は、昭和 29 年４月から 45 年８月までＡ社に正社員として継続して

勤務していた。申立期間は、同社Ｂ支店に駐在していたが、内地給から

厚生年金保険料を控除されていたので、調査の上、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 29 年４月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、39 年 12 月 26 日に被保険者資

格を喪失後、44 年５月７日に同社において資格を再度取得しており、申

立期間の被保険者記録が無い。 

   しかしながら、雇用保険の加入記録及び元同僚の供述から判断すると、

申立人はＡ社に継続して勤務しており、昭和 39 年 12 月 26 日から 44 年５

月７日まではＣ国に海外駐在していたことが認められる。 

   また、申立人と同様にＣ国に海外駐在していたとする元同僚 14 人のう

ち 12 人が、海外駐在期間中もＡ社において厚生年金保険に継続して加入

していることが、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確



認できる。 

   さらに、複数の経理総務担当者は、「Ａ社においては、海外駐在者も含

めて全員厚生年金保険に加入しており、全員から厚生年金保険料を控除し、

海外駐在を理由として、厚生年金保険被保険者資格を喪失させることは無

く、海外駐在者については内地給を支給し、内地給から厚生年金保険料を

控除していた。」と供述している。 

   これらの事実等から総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人及び元同僚のＡ社に

おける社会保険事務所（当時）の記録から、昭和 39 年 12 月から 40 年７

月までは３万 6,000 円、同年８月から 42 年４月までは４万 2,000 円、同

年５月から 43 年５月までは５万 6,000 円、同年６月から 44 年４月までは

６万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失及び取得の届出が提

出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは

通常考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの厚生年金

保険被保険者資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る昭和 39 年 12 月から 44 年４月までの保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3201 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ社Ｃ部）に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 33 年８月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年７月 31 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 30 年 12 月１日にＡ事業所に採用され、46 年１月１日ま

で継続して厚生年金保険に加入していたはずであるが、同事業所からＤ

社（現在は、Ｂ社）に異動した申立期間が未加入とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係るＢ社における雇用保険の加入記録及び当該事業

所の回答から判断すると、申立人はＡ事業所に継続して勤務し（Ａ事業所

からＤ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日について、Ｂ社は、「Ａ事業所が申立人の人事異動に伴い、

本来、資格喪失の届出を昭和 33 年８月１日に提出すべきところ、誤って

同年７月 31 日提出した可能性を否定し得ない。」と回答していることか

ら、同年８月１日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額は、申立人のＡ事業所における昭和 33

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主が厚生年金保険被保険者資格の喪失日を昭和



33 年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年

７月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚

生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3202 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 40 年 10 月１日、資格喪失日に係る記録を 42 年４月５日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 10 月１日から 42 年４月５日まで 

    私は、昭和 39 年４月にＢ社（現在は、Ｃ社）に入社し、在職中、Ａ

社へ勤務場所が変わった後、42 年４月に再びＢ社に戻り、44 年８月に

退職するまで継続して勤務していた。40 年 10 月から 42 年３月までの

18 か月間の厚生年金保険の被保険者記録が抜けているが、この期間も

厚生年金保険料を給与から控除されていたので、申立期間について厚生

年金保険の被保険者記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の証言から判断すると、申立人は

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務し（昭和 40 年 10 月１日にＢ社からＡ社に異

動、42 年４月５日に同社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における申立

期間前後の社会保険事務所（当時）の記録及び当該事業所における元同僚

の記録から、１万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについて、事業主は不明としているが、申立期間の厚生年金保険

被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社

会保険事務所の記録が失われたとは考えられない上、申立期間に行われる



べき、事業主による被保険者の資格取得届、報酬月額算定基礎届及び資格

喪失届のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処

理を誤るとは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会

保険事務所へ資格の取得及び喪失等に係る届出は行われておらず、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年 10 月から 42 年３月まで

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 3203 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 31 万 5,000 円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 10 日 

    私は、勤務していたＡ事業所から、平成 19 年７月 10 日に賞与が支給

され、厚生年金保険料を控除されていたが、同事業所がその賞与に係る

記録が、既に時効が成立しているため年金給付に反映されないとされて

いることに納得できない。調査して給付に反映されるよう記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された平成 19 年７月 10 日に支給された賞与に係る給与

支給明細書及び事業主から提出された賃金台帳から、申立人は、31 万

5,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により

消滅した後に、申立人の申立期間に係る賞与支払届出を年金事務所に届け

出ていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



千葉国民年金 事案 3280 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和48年４月から50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

    Ａ市に転居した昭和 48 年４月頃、私が市の出張所で国民年金の加入手

続を行った。以降、国民年金保険料も私が金融機関で納付していたのに、

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年４月頃、Ａ市の出張所で国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手

帳記号番号払出簿により、50 年９月 10 日にＡ市へ払い出されていること

が確認できる上、同市は、当該手帳記号番号は加入勧奨により申立人に払

い出されているものであると回答していることから、48 年４月頃に加入手

続を行ったとする申立人の主張と相違する。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらず、払出以前である申立期間は国民年金に未加入の期間であった

ことが推認されることから、申立人が申立期間の国民年金保険料を現年度

納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和43年４月から47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月から 47 年３月まで 

    私は、結婚した後は育児に追われ、国民年金保険料を納付していなか

ったので気になっていたが、昭和 46 年頃、新聞か市の広報で特例納付制

度を知り、義母も加入手続を行い､遡って 43 年４月からの保険料を納付

した。当時、夫の両親と同居しており、義母も保険料を特例納付してい

たのに、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料については、当時、同居していた

申立人の義母と特例納付を行ったと申述しているところ、申立期間のうち

の大半である昭和 43 年 11 月から 47 年３月までの期間については、申立人

の夫が厚生年金保険の被保険者であることから申立人は国民年金の任意加

入対象者となる上、申立人が所持する国民年金手帳の「資格取得」及び「被

保険者の種別」欄には、43 年 11 月４日に任意加入により国民年金被保険

者の資格を取得したことが記載されており、任意加入期間である申立期間

のうち、同年 11 月から 47 年３月までの期間の保険料は、制度上、特例納

付することはできない。 

   また、申立人と一緒に特例納付を行ったとするその義母は、オンライン

記録において、任意加入により昭和 47 年６月 22 日に国民年金被保険者の

資格を取得していることが確認でき、同時期、加入手続を行ったことが推

認できる上、義母の納付記録は加入月から納付済みとなっていることが確

認でき、任意加入以前は未加入の期間であったことから特例納付を行った

とは考え難い。 

   さらに、申立人は、特例納付により納付したとする保険料額、納付場所



等の記憶は明確ではなく、納付状況は不明である上、申立人と一緒に特例

納付を行ったとするその義母は既に亡くなっており、申立人の特例納付を

行ったとする当時の状況について証言を得ることはできない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3282 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年 11 月から平成２年２月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年 11 月から平成２年２月まで 

    私は国民年金に未加入だったが、就職後に市役所から国民年金に加入

するよう通知があった。国民年金の加入手続に行ったときに、係員の助

言により遡って加入したことを覚えており、具体的にいつ、どこで、い

くら納めたかまでは覚えていないが､遡って国民年金保険料を納付する

ことを迷った末に納付した記憶があるので記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は昭和 57 年頃、遡って国民年金の加入手続を行い、その際、国民

年金保険料を遡って納付して以降、申立期間の保険料を納付していたと主

張しているところ、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳

記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の

保険料を納付する前提となる国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間は国民年金に未加入

の期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、申立期間は 112 か月と長期間である上、申立人から、申立期間に

係る国民年金の加入手続及び保険料納付についての具体的な申述が得られ

ないため、申立期間の加入手続状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年９月から 46年 10月までの期間及び 47年７月から 50

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年９月から 46 年 10 月まで 

             ② 昭和 47 年７月から 50 年３月まで 

    私は、昭和 49 年又は 50 年頃にＡ区からＢ区に転居した際、国民年金

に未加入であったが、Ｂ区役所の出張所で遡って国民年金に加入できる

という説明を受け、妻が加入手続を行い、妻が自分の預金を引き出して

国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年又は 50 年頃にＢ区へ転居した際、申立人の妻が申

立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付した

と主張しているところ、申立人の所持する年金手帳に記載されている国民

年金記号番号は、51 年 10 月 23 日に社会保険事務所（当時）からＢ区に払

い出された記号番号のうちの一つであり、払出日時点では第２回特例納付

の実施期間後であり、申立期間①及び②のうち 49 年６月以前の保険料は時

効により納付することはできない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付したとする申立人

の妻は、加入手続を行った時期、遡って一括納付した金額及び納付時期に

ついての記憶が不鮮明なため、申立期間に係る加入手続状況及び保険料の

納付状況は不明である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 



   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和40年９月から55年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年９月から 55 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、昭和 55 年頃の特例納付期間中に、夫が

Ａ市役所で全額納付したはずであり、未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は、昭和

56 年９月 25 日に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出されたうちの

一つであり、同手帳には手帳交付日が 57 年７月 30 日と記載されているこ

とから、この時点では、第３回特例納付の実施期間は終了しており、申立

期間は時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   また、特殊台帳によれば、昭和 55 年４月から 57 年３月までの保険料と

して合計９万 9,240 円が、57 年７月及び 58 年２月に過年度納付されたこ

とが記録されており、申立人の夫が遡って一括納付したとする金額約 10

万円とおおむね一致している。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出された事情はうかがえない上、申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和44年７月から49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年７月から 49 年３月まで 

    私は、昭和 44 年７月頃にＡ区役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を行

い、夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に毎月納付していた記憶があ

る。年金手帳が届いてから保険料の請求は全く無く、納付していたと思

うので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年７月頃に国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の

国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人及びその夫

の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は、50 年 12 月に

社会保険事務所（当時）からＡ区に払い出されており、前後の記号番号の

任意加入者の資格取得日から、同年 12 月頃に夫婦の国民年金の加入手続が

行われ、その際、申立人の夫が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した 44

年７月に遡って夫婦共に国民年金の被保険者資格を取得したと推認される

ところ、加入時点では、申立期間のうち 48 年９月以前は時効により保険料

を納付することができない期間である上、一緒に納付したとする申立人の

夫も申立期間については未納である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人から国民年金の加入手続及び保険料の納付について具体

的な申述が得られないことから、申立期間の国民年金の加入手続状況及び

保険料の納付状況は不明である上、Ａ区における集金人による保険料納付

は、昭和 45 年５月までであり、申立期間の過半は集金人に保険料を納付す



ることができない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3286 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年 11月から 52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 11 月から 52 年３月まで 

    私は、20 歳になる少し前に、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、

その後、同市役所から国民年金保険料の納付書が送付されてきたので、

主にＢ駅南口にあったＣ信用金庫（現在は、Ｄ信用金庫）Ｅ支店で毎月

定期的に納付していたはずであり、申立期間が未納とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年＊月頃にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人の

所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は、52 年 10 月 19 日

に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出された番号のうちの一つであ

り、前後の記号番号の任意加入者の資格取得日から、申立人の国民年金の

加入手続は同年 11 月頃に行われたと推認され、この時点では、申立期間の

うち 50 年９月以前は時効により保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、オンライン記録によれば、平成 22 年８月 23 日に厚生年金保険被

保険者記録の統合により、申立人の国民年金の資格取得日が昭和 48 年５月

18 日から同年 11 月 21 日に訂正されていることから、申立人の同年＊月頃

に国民年金の加入手続を行ったとの主張は、厚生年金保険被保険者期間中

に国民年金の加入手続を行ったこととなり不自然である上、申立人は仕事

の合間に加入手続に行った記憶は無いと申述している。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が



払い出された事情はうかがえない上、申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3287 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和50年４月から51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月から 51 年３月まで 

    私が公務員として勤務していた期間については、昭和 51 年３月末に退

職したとき、共済組合から退職一時金を受け取ったが、同年４月頃に義

父が、「１年前から国民年金に加入していた方が年金を受け取るときに有

利である。」と言って国民年金の加入手続をしてくれ、そのときに「１年

間分の国民年金保険料を納めてきたからな。」と言われたことを覚えてい

る。所持している年金手帳に国民年金の資格取得日が 50 年４月１日と記

載されており、申立期間の保険料は納付しているはずなので確認してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、義父から申立期間に係る国民年金保険料を一括納付した旨を

聞いたと主張しているところ、オンライン記録によれば、申立人の国民年

金の被保険者資格の取得日は昭和 51 年４月１日と記録されていること、及

びＡ共済組合は、申立人の共済組合加入期間は 47 年４月１日から 51 年４

月１日まであり、当該期間については退職一時金の支給を行ったと回答し

ていることから、申立期間は共済組合加入期間であり、制度上、国民年金

の被保険者になり得ない期間である。 

   また、申立人は申立期間の保険料納付に直接関与していない上、申立人

の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとする義父は既に亡くなっ

ているため、申立期間の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況は不明

である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記



号番号が払い出された事情はうかがえない上、保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 12 月から 54 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 12 月から 54 年 11 月まで 

    私は、昭和 52 年 12 月 30 日にＡ社を退職後、夫の被扶養者となり、53

年 1 月頃に夫の勤務先を通じてＢ市役所で国民年金の任意加入手続を行

い、国民年金保険料は夫の勤務先が代行で納付していたはずなので確認

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は、昭和

54 年 10 月 29 日に社会保険事務所（当時）から、Ｂ市へ払い出された記号

番号のうちの一つであることから、同日前に国民年金の加入手続が行われ

るとは考え難い上、同手帳には、申立人が国民年金の被保険者資格を同年

12 月５日に任意で取得していることが記載されていることから、申立期間

は国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付するこ

とはできない期間である。 

   また、申立人は、夫が勤務していた事務所を通じてＢ市役所で国民年金

の加入手続を行い、保険料は同事務所が代行で納付していたと主張してい

るところ、同事務所は、「Ｃ（職種）の配偶者の国民年金保険料を代行で納

付することは無い。」と回答している上、Ｄ共済組合も「Ｃ（職種）の給与

から、配偶者等の国民年金保険料は天引きできない上、給与支払後に法定

外の国民年金保険料等を納付するために現金を回収及び集金することはで

きないので、代行による国民年金保険料の納付は無い。」と回答している。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出された事情はうかがえない上、申立期間の保険料を納付していたこ



とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3289 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和51年５月から60年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月から 60 年３月まで 

    私は、昭和 51 年５月に婚姻届を提出しにＡ市役所に妻と一緒に行った

際、国民年金の加入を希望したところ、５年前から加入しないと困ると

言われた。その約５年間の国民年金保険料は納付したかどうかわからな

いが、加入手続を行った 51 年５月以降の保険料は妻が納付しており、ま

た、妻が国民年金に加入した同年 12 月からは、夫婦一緒に納付していた

ので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年５月頃にＡ市で国民年金の加入手続を行ったと主張

しているが、申立人の所持する年金手帳に記載された国民年金手帳記号番

号は、その前後の被保険者の納付記録から 60 年４月から７月頃に払い出さ

れ、申立人は同時期に加入手続を行ったと推認できることから、申立人の

主張とは相違する。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、

申立期間の国民年金保険料を納付する前提となる別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人から提出された昭和 55 年度市県民税の申告書の下書きに

よると、国民年金保険料欄には「37,890 円」及び「43,830 円」と記載され

ていることが確認できるが、当該金額は、それぞれ昭和 54 年及び 55 年の

一人分の保険料額と一致しており、これは当時国民年金に加入していた妻

の保険料であると認められ、夫婦二人分の保険料を納付していたことはう

かがえない。 

   加えて、保険料を納付したとする申立人の妻は申立期間の納付状況等に



ついて記憶が不鮮明であり、申立人自身は納付に直接関与していないため

申立期間の保険料の納付状況が不明である上、申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3290 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和39年４月から52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月から 52 年３月まで 

    申立期間については、過去の未納期間の納付期限が近いため納付する

よう市役所から連絡があったので、夫婦二人分の国民年金保険料をＡ市

役所Ｂ出張所（当時）で一括納付したのに、未納とされているので年金

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の夫の手帳記号番号と連番で

払い出されており、その手帳記号番号は国民年金手帳記号番号払出簿によ

り、昭和 54 年６月 14 日にＣ社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出さ

れた 1,000 件の手帳記号番号のうちの一つであり、前後の手帳記号番号の

任意加入者の資格取得日から、申立人は、同年７月に国民年金の加入手続

を行ったものと推認できるところ、申立人の夫に係る特殊台帳により昭和

52 年度分の国民年金保険料を過年度分に係る保険料の時効直前の昭和 54

年７月 24 日に、昭和 53 年度分の保険料を昭和 54 年 12 月 20 日にそれぞれ

遡って納付していることが確認でき、申立人が夫婦二人分の保険料を同時

に納付したと述べていることから、同日に申立人もその夫と同じ期間の保

険料を納付したものと推認され、このとき遡って納付された夫婦二人分の

保険料総額は 11 万 8,320 円である。 

   また、申立人は、｢年金記録に係る確認申立書｣において夫婦二人分で約

20 万円の金額を納付したとしているところ、電話による聞き取り調査の段

階では 50 万円以内の金額だったと思うと変更しているが、昭和 54 年当時

実施されていた第３回特例納付制度で申立期間の保険料を納付する場合に

必要となる夫婦二人分の保険料総額は 117 万 2,000 円であり、申立人の申



述と大きく相違する。 

   さらに、Ａ市の保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿にも申立人

が申立期間の保険料を納付していたことを示す記録は無く、申立人の夫も

申立期間は未納であり、その夫の｢年金記録に係る確認申立書｣には過去に

遡って数か月分を納付したとしているなど記載されており申立ては明確で

はない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3291 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和45年９月から50年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年９月から 50 年４月まで 

    私の父が国民年金の加入手続をしてくれ、国民年金保険料も納付して

くれた。しかし、年金事務所の記録では、納付した約５年間分の保険料

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も納付

してくれたと申述しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 50 年７月中旬に払い出されており、申立人の所持する年金手帳には国民

年金の被保険者資格の取得日が同年５月 16 日と記載されていることから、

申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、納付書は交付されず

保険料を納付できない期間である。 

   また、国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ってくれたとする申立

人の父も既に亡くなっており、加入手続及び保険料の納付状況は不明であ

る。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出された形跡もうかがえない上、申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3292 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年 11月から 52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 11 月から 52 年３月まで 

    申立期間については、妻がＡ市役所Ｂ出張所（当時）で国民年金の加

入手続を行い、過去に遡って国民年金保険料を納付してくれたはずなの

に、未納とされているので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の妻の手帳記号番号と連番で

払い出されており、その手帳記号番号は国民年金手帳記号番号払出簿によ

り、昭和 54 年６月 14 日にＣ社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出さ

れた 1,000 件の手帳記号番号のうちの一つで、前後の手帳記号番号の任意

加入者の資格取得日から、申立人は、同年７月に国民年金の加入手続を行

ったものと推認できるところ、申立人に係る特殊台帳により昭和 52 年度分

の国民年金保険料を過年度分に係る保険料の時効直前の昭和 54 年７月 24

日に、昭和 53 年度分の保険料を昭和 54 年 12 月 20 日にそれぞれ遡って納

付していることが確認できる。 

   また、申立人の｢年金記録に係る確認申立書｣では過去に遡って数か月分

の保険料を納付したとしているが、申立人は国民年金の加入手続及び保険

料納付に直接関与しておらず、電話による聞き取り調査段階では加入手続

及び保険料納付を行っていた申立人の妻に聞いて、申立期間 137 か月全部

を納付したと変更するなど、申立ては明確ではない。 

   さらに、同時に納付を行ったとしている申立人の妻の申立期間も未納で

あり、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年２月から 59年 12月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年２月から 59 年 12 月まで 

    私は、両親に勧められ、老後のことを考えて、国民年金に任意で加入

し、国民年金保険料を納付してきた。私の年金記録が未加入とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市の保管する申立人に係る被保険者名簿において、国民年金の被保険

者資格記録は、昭和 45年２月 13日任意資格取得、50年７月１日資格喪失、

54 年７月 26 日任意資格再取得、56 年７月 10 日資格喪失、60 年１月 25 日

任意資格再取得、61 年４月１日種別変更となっており、オンライン記録及

び申立人の所持する年金手帳に記載されている資格記録とも一致すること

から、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付

することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間の保険料納付についての記憶が不鮮明であ

る上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3204 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 38 年４月１日から 39 年４月１日まで 

私は、昭和38年４月１日から40年６月15日までＡ事業所にＢ（職種）

として勤務したが、申立期間における厚生年金保険の加入記録が欠落し

ているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された人事記録により、申立人は、昭和38年４月１日

に当該事業所にＢ（職種）（非常勤職員）として採用され、申立期間に当

該事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかし、当該事業所は、「当時の関係書類は保存期間経過のため無く、

申立期間当時の非常勤職員の取扱いは不明である。」と回答しており、申

立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申

立人と同日（昭和 39 年４月１日）に被保険者資格を取得し、所在が確認

できた者に照会したところ、回答があった８名のうち４名は、いずれも申

立人と同様に資格取得日の前から非常勤職員として勤務している旨を供述

しており、勤務開始日と資格取得日が一致しない上、そのうち１名は、

「資格を取得する前は、保険料は控除されていなかった。」と供述してい

ることから、当該事業所では、申立期間当時、非常勤職員を必ずしも採用

と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがわれ

る。 

さらに、上記被保険者名簿において、昭和 37 年４月１日に５名が資格

喪失した後、申立人を含めて 18 名が被保険者資格をまとめて取得するこ

とになった 39 年４月１日まで被保険者資格を取得している者はいない。 



  

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3205 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年９月 30 日から 13 年２月１日まで 

私は、平成 12 年７月 24 日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、13 年

１月末日までＣ県Ｄ市のＥ社Ｆ工場に派遣されてＧ（作業）に従事した

が、厚生年金保険の被保険者記録が 12 年９月１日から同年９月 30 日ま

でしかなく、同年９月 30 日から 13 年２月１日までの期間は厚生年金保

険の被保険者記録が欠落している。会社にはこの期間も厚生年金保険に

加入できることを確認して登録していたので、厚生年金保険の被保険者

期間記録が欠落していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出された在職証明書（Ｂ社発行）

により、申立人は、申立期間にＡ社に勤務したことは確認できる。 

しかし、Ｂ社から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書」により、事業主は、申立人が平成 12 年９月１日に資

格取得し、同年９月 30 日に資格喪失した旨の届出を行っていることが確

認でき、オンライン記録と一致している。 

また、申立人が氏名を挙げた元同僚に照会したが、回答が得られないこ

とから、当該事業所において申立人と同日である平成 12 年９月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得している者に照会し、４人から回答を得

たものの、申立人と同じ勤務先に派遣された者がいないことから、申立期

間当時の厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

さらに、Ｂ社は、「当社は、平成 18 年４月の合併により設立されてお

り、申立期間当時の関係資料は保管しておらず、申立人に係る厚生年金保



  

険の被保険者記録が無い理由は不明である。」と回答していることから、

申立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3206 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年６月１日から 59 年９月１日まで 

私は、昭和56年６月から59年８月までＡ社にＢ（職種）として勤務

した。同社は厚生年金保険に加入していたはずであるが、申立期間の厚

生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、調査の上、厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

飲食店が厚生年金保険法に基づく強制適用事業所とされたのは昭和 61

年４月１日である上、オンライン記録において、申立期間当時、Ｃ区Ｄに

所在するＡ社という名称の事業所は、厚生年金保険の適用事業所として確

認できない。 

また、所在地を管轄するＥ法務局Ｆ出張所は、「当該事業所の商業登記

の記録は、確認できない。」と回答している上、Ｇ商工会議所、Ｈ商工会

議所連合会、Ｉ保健所及びＪ飲食業組合に照会しても、当該事業所の所在

を確認することができない。 

さらに、申立人が氏名を挙げた元同僚二人は、いずれも姓のみの記憶の

ため、個人を特定できず、元同僚等に申立期間当時の状況について照会す

ることができないことから、申立人の勤務実態について確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3207 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年１月１日から 45 年１月５日まで 

             ② 昭和 46 年２月１日から 47 年２月５日まで 

私は、昭和 43 年１月から 45 年２月までの期間及び 46 年２月から 47

年９月までの期間について、Ａ区Ｂに所在していたＣ社でＤ（業務）を

していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が氏名を挙げた元同僚の証言により、

申立人は、期間は特定できないものの、申立期間①にＣ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間①に被保険者資格を有する６名のうち、所在の確認でき

た元同僚１名に聴取したが、申立人のことを覚えていないことから、申

立人の申立期間①当時の勤務期間について確認できない。 

また、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

当時の事業主も既に亡くなっていることから、申立人の申立期間①当時

の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間①に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②については、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保



  

険者名簿において、申立期間②に被保険者資格を有する５名のうち、所在

の確認できた２名に聴取したが、いずれも申立人のことを覚えていないこ

とから、申立人の入社時期及び雇用実態について確認できない。 

また、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当

時の事業主も亡くなっており、当時の関係資料の所在も不明であることか

ら、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認でき

ない。 

さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間②に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3208 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年２月１日から 33 年２月１日まで 

             ② 昭和 33 年９月から 39 年１月 21 日まで 

    私は、申立期間①は、昭和 30 年２月にＡ社に入社しているにもかか

わらず、同社での厚生年金保険の資格取得日が 33 年２月１日になって

いるので、訂正してほしい。申立期間②は、Ｂ社Ｃ支店の下請けで働い

ているときに、妻が病気がちで健康保険が必要で、元請会社の同社を紹

介してもらい勤務した。同社での厚生年金保険の資格取得日が 39 年１

月 21 日になっているが、もう少し前から働いていたと思うので、調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、元同僚の証言により、勤務期間は特定できな

いが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該事業所において申立人と同日の昭和 33 年２月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得している元同僚は、「私は、高等学校

卒業後の昭和 26 年４月にアルバイトとして働き始め、Ｄ（職種）をし

ていた 25、26 歳のときに、社長に正社員になってくれないかと言われ

た。」と供述しているところ、申立人は、「兄の紹介で、Ａ社に入り、

最初はＤ（職種）でアルバイトであった。」と供述していることから、

申立期間当時、当該事業所では、アルバイトについては、厚生年金保険

に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

また、当該事業所は、｢当時の資料が無いため、申立人の勤務期間及

び厚生年金保険料の控除については、不明である。｣と回答しているこ

とから、申立人の申立期間①当時の保険料の控除について確認できない。 



  

このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②については、申立人は、「昭和33年８月頃に、Ｂ社Ｃ支店

の下請会社で働いていたが、妻が病気がちだったので健康保険が必要に

なり、元請けの同社を紹介してもらい勤務した。いつまで下請けで働い

ていたかは覚えていないが、39年10月の東京オリンピックのときには、

Ｂ社Ｃ支店で勤務していた記憶がある。」と供述していることから、Ｂ

社Ｃ支店への入社日は特定できない。 

また、申立人がＢ社Ｃ支店を紹介してもらったとする下請会社の元

上司は、Ｂ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と同日の昭和39年１月21日に資格取得していることが確認できる

ところ、当該元上司は、既に死亡していることから、申立人の申立期間

②当時の勤務実態について確認できない。 

さらに、Ｂ社Ｃ支店は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、当時の関係資料が保存されていない上、当時の事業主の所在も

不明であることから、申立人の申立期間②当時の保険料の控除について

確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3209 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年 12 月 24 日から 52 年１月１日まで 

私は、退職所得の源泉徴収票に記載されているように、昭和 45 年４

月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、51 年 12 月 31 日に退職する

まで継続して勤務したのに、同社における厚生年金保険の資格喪失日が

同年 12 月 24 日となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された昭和 51 年分退職所得の源泉徴収票（Ａ社Ｃ部Ｄ

課発行）の退職年月日欄に「51 年 12 月 31 日」と記載されていることは

確認できる。 

しかし、Ｂ社から提出された申立人に係る退職女子社員票により、申立

人は、家事専念を理由に、昭和 51 年 12 月 23 日を退職予定日とする旨記

載されていることが確認できる。 

また、企業年金連合会年金サービスセンターから提出されたＥ厚生年金

基金の加入記録により、申立人は、昭和 51 年 12 月 24 日に被保険者資格

を喪失していることが確認できる上、雇用保険の加入記録においても、申

立人は、同年 12 月 23 日にＡ社本店を離職していることが確認でき、いず

れも上記退職女子社員票及びオンライン記録と符合する。 

さらに、Ｂ社は、「退職女子社員票のほかに、当時の関係資料を保存し

ていない。」と回答している上、申立人が氏名を挙げた元上司及び元同僚

は、いずれも姓のみの記憶のため、個人を特定できないことから、元同僚

等に聞き取り調査を行うことができず、申立人の勤務期間について特定す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3210 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から８年７月１日まで 

私は、平成７年６月１日にＡ事業所に非常勤職員として採用され、

８年６月末日までＢ（職種）に従事したが、この期間の厚生年金保険の

被保険者記録が欠落していることに納得できない。この期間に健康保険

被保険者証を使って、Ｃ市のＤ病院に入院しているので、確認してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された辞令及び辞職願の写しにより、申立人は、申立

期間にＡ事業所にＢ（職種）（非常勤職員）として勤務していたことは確

認できる。 

しかし、Ｄ病院は、「申立人は、平成７年６月 14 日から同年６月 23 日

まで、Ｃ市国民健康保険被保険者証を使用して入院治療を受けた。」と回

答しているところ、申立人は、Ａ事業所から被保険者証を渡された記憶が

無いことを認めている。 

また、Ａ事業所は、「申立期間当時の資料を保管していないため、申立

人の厚生年金保険料の控除について確認できない。」と回答している。 

さらに、当該事業所に係るオンライン記録において、申立期間に申立人

の氏名は無く、整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない｡ 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3211 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月 20 日から同年 12 月 31 日まで 

私は、昭和 40 年１月から、結婚を契機に 41 年 12 月に辞めるまで、

Ａ区にあったＢ事業所内のＣ社に勤務していた。同年７月Ｂ事業所のＤ

（施設）に元同僚と一緒に業務応援に行ったときの写真もあるので、申

立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 41 年７月にＢ事業所のＤ（施設）に業務応援に行った

ときの写真を提出しているところ、申立人と一緒に写っている元同僚は、

申立期間前の 40 年 10 月 14 日にＣ社の厚生年金保険被保険者資格を喪失

している上、申立人が提出した写真について、「退職後に一緒に遊びに行

ったときの写真である。」と供述している。 

また、Ｃ社は、「申立期間当時の資料が無く、申立人の勤務実態は不明

である。」と回答している上、申立人が氏名を挙げた元同僚６名のうち２

名は、「Ｄ（施設）には男性しか仕事に行っていない。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3212 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月 14 日から 44 年１月 31 日まで 

私は、昭和 41 年４月にＡ社にＢ（職種）として入社し、44 年１月ま

で勤務した。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の当時の事業主の長男が申立人を記憶していることから、申立人は、

期間は特定できないものの、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 56 年７月 14 日に厚生年金保険の適用事業所とな

っていることから、申立期間は適用事業所になる前の期間である上、同社

の事業主夫妻は、申立期間において国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付している。 

また、申立人が氏名を挙げた元同僚は、姓のみの記憶であるため、個人

を特定できず、申立期間当時の申立人の勤務実態について確認できない。 

さらに、Ａ社は、｢申立期間当時の関係書類は無い。｣と回答しており、

当時の事業主は既に亡くなっていることから、申立人の申立期間当時の厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、申立人の妻は、「昭和 42 年７月 15 日にＣ区にあるＤ病院（現

在は、Ｅ病院）で出産のため、健康保険被保険者証を使った。」と供述し

ているところ、当該病院では、「書類の保存期間を過ぎており、既に処分

している。」と回答していることから、健康保険被保険者証の種類を確認

することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3213 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年５月１日から 17 年 12 月 30 日まで 

    私は、平成 16 年５月１日にＡ社に取締役Ｂ支社長として入社し、17

年 12 月 29 日に退職するまで、継続して勤務していたのに、同社で 16

年５月１日に厚生年金保険に加入した記録が取り消され、申立期間が厚

生年金保険に未加入とされていることは納得できないので、厚生年金保

険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人が平成 16 年２月 20 日に取締役に

就任し、19 年 10 月１日に辞任していること、及び申立人が氏名を挙げた

元同僚は、「申立期間当時、同社Ｂ支社で申立人と一緒に仕事をしてい

た。」と供述していることから、申立人は、申立期間当時、同社Ｂ支社に

勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、当該事業所の事業主は、「申立期間当時、申立人との間

に雇用関係は無く、給与も役員報酬も支給していなかった。」と供述して

いる。 

   また、オンライン記録において、申立人の平成 16 年５月１日に当該事

業所における厚生年金保険被保険者の資格を取得した記録が、17 年１月

４日に取消処理されていることが確認できる上、当時の社会保険関係手続

の担当役員は、「事業主の指示により、申立人の厚生年金保険の資格取得

記録を遡って取り消した。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3214 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年 11 月１日から 60 年２月 21 日まで 

    私は、昭和 59 年 11 月１日から 60 年９月 20 日まで、Ａ社に勤務して

いたにもかかわらず、同社における厚生年金保険被保険者の資格取得日

が同年２月 21 日とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元事業主から提出のあった申立人の履歴書には、「59 年 10 月現

在」と記載されている上、欄外に「11 月 12 日入社」と記載されているこ

とから、申立人が昭和 59 年 11 月 12 日以降、当該事業所に勤務していた

ことは推認できる。 

   しかしながら、元同僚は、｢人により期間にばらつきがあったが、会社

に試用期間があり、当時のＢ部門長から試用期間中は厚生年金保険に加入

しないとの説明を受けていた。｣と供述している上、上記履歴書には欄外

に「３か月」との記載があり、元事業主は、「当該記載は当時のＢ部門長

の筆跡だと思われ、３か月とは試用期間のことだと思う。」と供述してい

る。 

   また、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

元事業主に確認しても当時の資料は残されておらず、厚生年金保険の届出

及び厚生年金保険料の控除状況等を確認することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年２月 20 日から 34 年２月 20 日まで 

    私は、Ａ社に、大学を卒業する前の昭和 33 年２月から退職する 39 年

７月１日まで勤務し、その期間は厚生年金保険の被保険者期間であると

思っていたところ、申立期間が被保険者期間となっていないことが分か

ったので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言及び健康保険組合の資格取得の記録から、申立人が

申立期間において、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、当該事業所は、「申立期間当時の厚生年金保険料の納付

及び控除に関しては資料が無く不明である。」と回答している上、当時の

事業主及び社会保険担当者は既に死亡しているため、申立人の申立期間に

おける給与からの保険料の控除について確認することができない。 

   また、当該事業所が作成した従業員別の厚生年金保険及び健康保険の加

入年月日一覧によると、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者番号の前

後において、厚生年金保険被保険者の資格取得日が健康保険被保険者の資

格取得日に比べ１か月から 10 か月遅れている者が複数いることが確認で

きる上、元同僚は、「厚生年金保険の資格取得日が健康保険の資格取得日

に遅れているだけでなく、勤務を開始した時期と厚生年金保険に加入した

時期とでは約２年違う。」と証言している。 

   これらのことから判断すると、申立期間当時、当該事業所は、従業員を

入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社してから相

当期間経過後に加入させる取扱いをしていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年６月１日から 42 年 12 月１日まで 

             ② 昭和 43 年２月１日から 44 年５月頃まで 

             ③ 昭和 44 年６月頃から 45 年９月７日まで 

             ④ 昭和 45 年 12 月 21 日から 47 年５月 31 日まで 

    私は、昭和 41 年６月から 44 年５月頃までＡ社に勤務していたが、厚生

年金保険被保険者の資格取得日は 42 年 12 月１日、資格喪失日は 43 年２

月１日と記録されている。また、44 年６月頃から 45 年９月まで勤務して

いたＢ社における厚生年金保険の加入記録が無い。さらに、同年９月から

47 年５月までＣ社に勤務していたが、当該事業所における厚生年金保険被

保険者の資格喪失日が 45 年 12 月 21 日と記録されている。 

    これらの申立期間が厚生年金保険に未加入となっていることは納得でき

ないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②については、申立人の勤務に係る具体的な記憶から

申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

    しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 42 年 12

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は適

用事業所となる前の期間である。 

    また、Ａ社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書」において申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日は昭和

43 年２月１日となっていることが確認でき、オンライン記録と一致し

ている。 

    さらに、オンライン記録により、当該事業所で昭和 42 年 12 月１日か



  

ら申立期間②の途中まで厚生年金保険の被保険者記録を有している元同

僚は、「私は、会社設立前から 45 年頃まで勤務していた。しかし、厚

生年金保険の被保険者記録と実際の勤務期間が一致していない理由は分

からない。」と供述している上、申立人を当該事業所に紹介したとする

元同僚に文書で照会したが、回答を得ることはできない。 

加えて、事業主は、申立人の厚生年金保険保険者の資格取得に関す

る届出について、「資格取得の届出を行ったが、すぐに資格喪失の届出

を行った。」と回答している上、当時の元同僚に文書で照会したが、回

答を得ることはできない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間③については、元同僚の証言及び申立人の勤務に係る具体的

な記憶から、勤務期間は不明であるものの、申立人がＢ社に勤務してい

たことは推認できる。 

    しかしながら、上記元同僚も当該期間における厚生年金保険の加入記

録は無く、Ｂ社は平成８年に解散しており、解散時の清算人は、「申立

期間当時の資料は残っておらず、申立人の勤務実態及び保険料控除につ

いて確認することはできない。」と回答している。 

    また、申立期間③当時の事業主は既に死亡しており、申立人の勤務実

態及び保険料控除について調査をすることができない。 

    さらに、申立期間③に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者原票において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間④については、申立人のＣ社における雇用保険の加入記録の

離職日は昭和 45 年 12 月 29 日と記録されている上、Ｄ健康保険組合及

びＥ厚生年金基金の資格喪失日はオンライン記録と一致していることが

確認できる。 

    また、事業主は、「申立期間当時の保険料控除について確認すること

ができる資料は残っていない。」と回答している。 

    さらに、申立人は、「Ｆ（職種）だったので、事務所にいる時間が少

なかったため、同僚を覚えていない。」と供述している上、当該事業所

において、昭和 47 年に厚生年金保険の被保険者資格を取得している被

保険者４人に照会したところ、全員が申立人のことを覚えていないと回

答している。 

    加えて、申立期間④に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険



  

者名簿において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間④における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3217（事案 2166 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32 年３月 20 日から 34 年３月 21 日まで 

    私は、申立期間の脱退手当金を受給していないという前回の申立てが

認められなかったことは納得できない。 

    今回は、申立期間当時、Ａ社（現在は、Ｂ社）本社人事部に在籍して

いた上司及び同僚に対して調査をし、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者の資格喪失日から約２か月後の昭

和 34 年６月１日に支給決定されており、一連の事務処理に不自然さがう

かがえないこと、及び申立人に脱退手当金が支給決定された当時は、通算

年金制度創設前であり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さが

うかがえないこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 22

年７月 22 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

   今回、申立人は、申立期間当時の複数の上司及び同僚を調査してほしい

と主張しているところ、当委員会で当該上司及び同僚のうち連絡の取れた

複数の者から証言を得たが、申立人が脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる証言は得られなかった。 

   また、申立人と同時期にＡ社本社Ｃ部を退職した女性社員と新たに連絡

が取れたが、その女性社員も前回の申立時に脱退手当金の受給が確認でき

た元同僚二人と同様に脱退手当金の受給を認めている。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、ほかに当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。



  

千葉厚生年金 事案 3218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22 年 10 月１日から 24 年８月１日まで 

    私は、昭和 21 年６月１日から 26 年 12 月 31 日まで、Ａ区に所在した

Ｂ事業所（その後、Ｃ社）に勤務し、厚生年金保険に加入していたはず

であり、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落していることに納

得できない。当該事業所を長期間離職したことは絶対にないので、調査

の上、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人はＢ事業所に係る具体的な供述をしていることから、申立人が申

立期間において当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、当該事業所は、昭和 22 年 10 月 1 日に業績不振を理由として厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間は当該事業所が厚生年

金保険の適用事業所ではなかった期間である。 

   また、Ｂ事業所及びＣ社の事業主、申立人が記憶している元同僚２名は、

死亡又は所在が不明であることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保

険の加入状況について確認できない。 

   さらに、昭和 21 年６月１日にＢ事業所において厚生年金保険被保険者

資格を取得している申立人を含む被保険者４名は、いずれも、当該事業所

が適用事業所でなくなった 22 年 10 月 1 日に資格を喪失している上、その

うち、申立人が記憶している上記元同僚２名は、Ｂ社が厚生年金保険の適

用事業所となった 24 年８月１日に被保険者資格を再取得している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者及び船員保険被保

険者として厚生年金保険料及び船員保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年１月１日から同年３月１日まで 

             ② 昭和 37 年３月７日から同年５月 18 日まで 

             ③ 昭和 37 年６月 11 日から 38 年１月８日まで 

    私のＡ社における、厚生年金保険の加入記録が昭和 36 年 12 月１日か

ら 37 年１月１日までとなっているが、転職した「Ｂ丸」の勤務開始が

同年３月７日であり、いつも期間を空けずに就職していたので、同年２

月末日まではＡ社に勤務し、厚生年金保険料を控除されていたため、申

立期間において厚生年金保険の被保険者期間として記録を回復してほし

い。 

    また、「Ｂ丸」については、昭和 37 年３月７日に雇入、同年５月 18

日に雇止の記載がある船員手帳を保管しているので、船員手帳の記載ど

おりに船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    さらに、その次に乗船した「Ｃ丸」については、昭和 37 年６月 11 日

に雇入、38 年１月８日に雇止の記載がある船員手帳を保管しているの

で、船員手帳の記載どおりに船員保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①において、「Ａ社に昭和 37 年２月末日まで勤

務しており、厚生年金保険に加入していた。」と主張している。 

    しかしながら、事業主は「当時の資料は保管しておらず、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答して

いる。 

    また、申立人は、元同僚等の氏名を記憶していないことから、当該事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間①当時、



  

厚生年金保険の被保険者であった５人に申立人の勤務実態について照会

したところ、そのうち３人から回答があったが、申立人が申立期間①に

おいて当該事業所に勤務していたことを記憶している者はおらず、申立

人の勤務実態について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立人は、申立期間②において、「Ｂ丸に乗船し、船員保険に加入し

ていた。」と主張している。 

    しかしながら、オンライン記録において、Ｂ丸が船員保険の適用船舶

となったのは、昭和 37 年 12 月１日であり、申立期間②は船員保険の適

用船舶となる前の期間である。 

    また、Ｂ丸は既に船員保険の適用船舶でなくなっており、船舶所有者

に照会したところ、船舶所有者の親族は「当該船舶に関する資料は残っ

ておらず、当時のことは不明である。」と回答しており、申立人の申立

期間②における船員保険の適用状況について確認することができない。 

    さらに、申立人が氏名を挙げた元同僚は、同船が船員保険の適用船舶

となった日と同日の昭和 37 年 12 月１日に船員保険被保険者の資格を取

得していることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間②における船員保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立人は、申立期間③において、「Ｃ丸に乗船し、船員保険に加入し

ていた。」と主張している。 

    しかしながら、オンライン記録において、Ｃ丸は船員保険の適用船舶

として確認することができない。 

    また、申立人が所持する船員手帳に記載された船舶所有者は所在が判

明しないため、聞き取り調査を行うことができず、申立人の申立期間③

における船員保険の適用状況について確認することができない。 

    さらに、申立人は、元同僚等の氏名を記憶していないことから、元同

僚等へ聞き取り調査を行うことができず、申立人の申立期間③の勤務実

態について確認することができない。 

    このほか、申立人の申立期間③における、船員保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者及び船員保険被保険者として、申立期間

に係る厚生年金保険料及び船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案3220 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： ① 昭和38年11月２日から39年２月１日まで 

             ② 昭和39年８月１日から同年９月２日まで 

             ③ 昭和40年３月１日から41年８月１日まで 

             ④ 昭和43年１月11日から同年３月１日まで 

    私は、次の就職先を決めてから転職していたのに、Ａ社Ｂ部（現在は、

Ｃ社）、Ｄ社、Ｅ社及びＦ社Ｇ支店（現在は、Ｈ社）における厚生年金

保険の資格取得日が、実際の入社日と比較して遅く、厚生年金保険の加

入記録に空白期間があるので、調査して訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「Ａ社Ｂ部において、昭和38年11

月から厚生年金保険の被保険者であった。」と主張している。 

    しかし、Ｃ社は、「申立期間当時は、｢本社雇いの社員｣と｢支店雇い

の社員｣の２種類の社員採用形態があり、人事記録は本社で行っている

が、申立人は支店雇いと思われ、申立人が正社員として当社に在籍して

いた記録は無く、現場等における雇用と考えられる。」と回答しており、

申立人の勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

    また、オンライン記録により、申立期間①において当該事業所の厚生

年金保険被保険者であった６名に申立人の勤務実態等について照会した

ところ、全員から回答があったが、申立人のことを記憶している者はお

らず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認する

ことができない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、「Ｄ社において、昭和39年８月か

ら厚生年金保険の被保険者であった。」と主張している。 



  

    しかし、Ｄ社は、閉鎖商業登記簿謄本により昭和50年５月26日に解散

していることが確認でき、当時の事業主は既に死亡していることから、

申立人の厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

    また、オンライン記録により、申立期間②において当該事業所の厚生

年金保険被保険者であった７名に申立人の勤務実態等について照会した

ところ、５名から回答があり、そのうち１名が申立人のことを記憶して

いたが、申立人の入社日等について具体的な証言は得られず、申立人の

勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人は、「Ｅ社において、昭和40年３月か

ら厚生年金保険の被保険者であった。」と主張している。 

    しかし、Ｅ社は、閉鎖商業登記簿謄本により昭和43年10月18日に清算

されていることが確認でき、当時の事業主は既に死亡していることから、

申立人の勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び保険料の控除について

確認することができない。 

    また、オンライン記録により、申立期間③において当該事業所の厚生

年金保険被保険者であった４名に申立人の勤務実態等について照会した

ところ、３名から回答かあったが、いずれも申立人のことを記憶してお

らず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認する

ことができない。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ 申立期間④については、複数の元同僚の証言により、勤務期間は特定

できないものの、申立人がＦ社Ｇ支店に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、申立期間④当時、当該事業所で総務及び経理を担当していた

元同僚は、「申立期間当時の同社においては、支店採用の者は６か月程

度の試用期間があり、その間は社会保険に加入させていなかった。ただ

し、申立人は有能だったので、入社後２か月から３か月で、本社に申請

して正社員として認めてもらい、社会保険に加入させた記憶がある。」

と証言していることから、申立人は、当該試用期間経過後に厚生年金保

険の資格を取得したことがうかがえる。 

    また、Ｈ社は、「申立期間当時の資料は一切保存されておらず、申立

人の申立期間に係る勤務実態等は不明である。」と回答している。 

    このほか、申立人の申立期間④における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年５月から同年 12 月まで 

    私は、昭和 31 年５月から同年 12 月までの期間、Ａ社（現在は、Ｂ

社）に勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、その期

間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間においてＡ社に勤務して、厚生年金保険料を給与

から控除されていた。」と主張している。 

   しかしながら、Ｂ社は「申立期間当時の記録を調査したが、申立人が当

社に在籍した記録は無い。」と回答している上、申立期間当時の事業主は

既に死亡しており、申立期間における厚生年金保険の適用状況及び保険料

の控除について確認することができない。 

   また、申立人は元同僚の氏名を記憶していないことから、当該事業所の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、所在の判明した元同僚４人に

申立人の勤務実態について照会を行ったところ、そのうち３人から回答が

あったが、いずれも「申立人については記憶が無い。」と回答があり、申

立人の勤務実態について確認することはできない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年６月 21 日から 43 年５月１日まで 

    私は、昭和 36 年２月から 46 年 12 月までの期間、父の経営するＡ社

に継続して勤務し、途中で退職した記憶は無いのに、厚生年金保険の加

入記録を確認したところ、40 年６月 21 日に一旦資格喪失し、43 年５月

１日に再取得した記録になっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言から、申立期間に申立人がＡ社に勤務していたことは推認

できる。 

   しかしながら、当該事業所の顧問会計事務所は、「申立期間当時、当該

事業所の社会保険関係の手続を当事務所で行っていたが、事実と相違する

届出を社会保険事務所（当時）に行うことはあり得ない。また、申立期間

に申立人へ給与の支払いがあった記憶も無い。」と回答しており、厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

   また、Ａ社は昭和 58 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っており、商業登記簿において既に解散していることが確認できる上、申

立期間当時の事業主も死亡しているため、申立人の厚生年金保険の適用状

況について確認することができない。 

   さらに、複数の元同僚に対し、申立人の申立期間における厚生年金保険

の加入状況について照会したが、具体的な供述を得ることができない。 

   加えて、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人に係る厚生年金保険の資格喪失日は昭和 40 年６月 21 日と記録されて

おり、申立人の当該喪失日以降 43 年５月１日までの期間に係る定時決定

等の記録は無く、遡及訂正等の不自然な記録訂正がなされた形跡は認めら



  

れない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年９月１日から 40 年３月まで 

    私は、Ａ社を昭和 40 年３月頃に結婚のため退職したにもかかわらず、

厚生年金保険の加入記録では 38 年９月 1 日に被保険者資格を喪失した

ことになっていることは納得できない。調査して申立期間の加入記録を

回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に昭和 40 年３月頃まで勤務していた。」と主張して

いる。 

   しかしながら、Ａ社から提出された退職者名簿において、申立人の退社

日は、「昭和 38 年８月 31 日、退社理由、自己都合（結婚）」と記載され

ていることが確認でき、退職日の翌日を資格喪失日とする厚生年金保険の

加入記録と符合する。 

   また、申立人が氏名を挙げた複数の元同僚に申立人の勤務期間について

照会したが、申立人の退職時期を記憶している者はおらず、具体的な供述

は得られない。 

   さらに、当該事業所が加入するＢ健康保険組合では、申立人の申立期間

に係る加入記録について、「保存期間経過のため、申立期間の加入記録は

確認できない。」と回答している上、申立人の申立期間における雇用保険

の加入記録は、旧姓及び現在の姓のいずれによっても確認できない。 

   加えて、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年４月７日から同年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社に入社してから、昭和 57 年６月に会社を辞めるまで、途

中で退職することなく申立期間も継続して勤務していたので、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に申立期間において途中で退職することなく、継続し

て勤務していた。」と主張している。 

   しかしながら、事業主に、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年

金保険料の控除について照会したところ、「申立期間当時の資料は保存さ

れていないため、勤務実態等は不明である。」と回答しており、申立人の

申立期間の勤務実態について確認できない。 

また、申立期間前後に当該事業所において厚生年金保険の被保険者の資

格を有する元同僚９人に照会したところ、申立人を記憶していた６人は、

「勤務期間や厚生年金保険の適用状況については不明である。」と証言し

ており、申立人の勤務期間及び厚生年金保険の適用状況について確認でき

ない。 

さらに、雇用保険の加入記録では、申立人の当該事業所における離職日

は昭和 54 年４月１日、再取得は 55 年１月 21 日となっており、申立期間

において雇用保険の加入記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3225 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年７月から 28 年 12 月まで 

    私は、昭和 26 年７月から 28 年 12 月までＡ事業所に勤務し、給与か

ら厚生年金保険料を控除されていたので、この期間の厚生年金保険の加

入記録が欠落していることは納得できない。調査して厚生年金保険の加

入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 26 年７月から 28 年 12 月までＢ県にあったＡ事業所

に勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていた。」と主張している。 

   しかしながら、オンライン記録において、「Ａ事業所」の名称で厚生年

金保険の適用事業所は確認できない上、所在地を管轄する法務局において

商業登記の記録は確認することができない。 

   また、申立人が記憶している当時の事業主及び同僚の所在が判明しない

ため、事業主等に聞き取り調査ができず、申立人の勤務実態等について確

認することができない。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳において、当該事業所

の厚生年金保険の被保険者であった記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


